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はじめに
わたしたち人類にとって、サケは自然界からのかけが

えのない贈り物です。
なかでも北海道島を含む太平洋北西部沿岸の河川に

繁殖地を持つサケ（学名 Oncorhynchus keta）は、カ
ラフトマス（O. gorbuscha）やサクラマス（O. masou）
とともに、広大な北太平洋海域とこれらの陸域を行き来
しながら、各地で独特の生態系を形づくり、また有史
以前から、そこに暮らす人々の生活を支えてきました。
先住民族アイヌは、河川を遡

そ
上
じょう
するサケを「カムイ

チェㇷ゚」（神が与えてくれた魚）と敬意を込めて呼び、
主食・素材・交易品・信仰対象などさまざまな形で利
用しながら、19 世紀なかばまで、各水系の個体群を
それぞれ高いレベルで保ち続けていました。
ところが 19 世紀以降、日本国家によるアイヌモシㇼ

（蝦
え ぞ ち
夷地）領土化を契機に、いわゆる開拓が本格化す

ると、乱獲と河川環境破壊が急速に進みます。
政府は「資源保護」を名目に、流域先住民たちの日々

の主食を得るためのサケ漁まで
厳禁しますが、サケの自然繁殖
地は次々に失われていきました。
20 世紀中盤以降は、食糧資

源の維持だけを目指して「もは
やサケに自然繁殖は不要」とい
わんばかりの徹底的な人工孵

ふ
化
か

増殖政策がとられます。アイヌ
を含む流域住民は、「共生する
生き物としてのサケ」からいっそ
う遠ざけられました。
国際社会に目を移せば、この

間、生物多様性条約（CBD、1993 年）、先住民族の
権利に関する国際連合宣言（UNDRIP、2007年）、持
続可能な開発目標（SDGs、2015 年）など、環境保全
や人権保障に立脚する新しい規範や目標が生まれ、す
でに多くの政府やNGO・企業などがそちらに舵を切り
始めています。
いま、北海道で沿岸サケ漁業が不振をきわめるな

か、人工孵化増殖に依存しない「野生魚」の再評価が
進んでいます。サケの自由な往来を妨げていたダムのス
リット化工事など生息環境復元が各地で試みられ、ま
た先住民族アイヌにサケ漁の権利を保障するよう求める
運動がかつてない盛り上がりを見せているのは、決して
偶然ではありません。
繰り返しになりますが、わたしたち人類にとって、サ

ケは自然界からのかけがえのない贈り物です。これから
わたしたちが選び取るべき北海道の新しいサケ管理の
姿をご提案します。（平田剛士）

「……生物の多様性がある種の人間活動に
よって著しく減少していることを懸念し、
……伝統的な生活様式を有する多くの原住
民の社会及び地域社会が生物資源に緊密に
かつ伝統的に依存していること並びに生物
の多様性の保全及びその構成要素の持続可
能な利用に関して伝統的な知識、工夫及び
慣行の利用がもたらす利益を衡平に配分す
ることが望ましいことを認識し、……生物
の多様性を保全し及び持続可能であるよう
に利用することを決意する」（CBD前文）

「先住民族は、自らが伝統的に所有し、占
有し、またはその他の方法で使用し、もし
くは取得してきた土地や領域、資源に対す
る権利を有する。……国家は、これらの土
地と領域、資源に対する法的承認および保
護を与える」（UNDRIP26）

サケを細かく呼び分けるアイヌ・イタㇰ
知
ち
里
り
真
ま
志
し
保
ほ
『分類アイヌ語辞典／植物編・

動物編』（1975 年）から。同書の「さけ」
の項には、アイヌモシㇼの 26 カ所以上の
コタンで採集した 150 におよぶアイヌ語
名が収録されています。

「先住民族は、とりわけ、自らの植民地化
とその土地、領域および資源の奪取の結果、
歴史的な不正義によって苦しみ、したがっ
て特に、自身のニーズと利益に従った発展
に対する自らの権利を行使することを妨げ
られてきた」（UNDRIP 前文）。
アイヌの人びとは「日本列島北部周辺、と
りわけ北海道の先住民族」（アイヌ施策推
進法第１条）。

アシッチェㇷ゚ 川へ入りたてのサケ 虻田、穂別
イチャンチェㇷ゚ ホリを掘っている魚 屈斜路、名寄など
イナウコッチェㇷ゚ 並外れて小さなサケ 幌別、沙流など
イペ 「食べ物」の意 各地
ウㇷ゚サㇰ しらこをかけ終わった老雄 静内
エルイペ 光る魚 常呂、豊浦など
オキライ 産卵後の尾のすりきれたサケ 美幌、斜里など
カムイチェㇷ゚ サケの総称 各地
シチェㇷ゚ 並外れて大きなサケ 幌別
シペラム 仔魚 屈斜路、美幌など
チェポ 稚魚 美幌
ペウレチェㇷ゚ はしりのサケ 長万部、豊浦など
へレルケチェㇷ゚ 光る魚 沙流、虻田など
マタチェㇷ゚ 冬になって川へ入るサケ 幌別
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紋別アイヌ協会のカムイチェㇷ゚ノミ（新し
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げられたサケ。2020 年 9月撮影。
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南北100km、 東 西 50km と、
アイヌモシㇼ＝北海道島内
にあって最大の広さを誇る
十勝平野をうるおし続ける

川、それが十勝川です。
1
大平原を囲む山脈

や丘陵から水を集めてきた無数の支流が、
それぞれ扇状地をかたちづくりながら平原
の中央部（帯広市付近）で合流。そこから
太平洋に注ぐまでの間に運搬土砂を少しず
つ置き去りにして、中下流域に沖積平野、
河口に近づくと三角州性低地と呼ばれる地
形を生みだし、最後は二股に分かれて太平
洋に注いでいます。
1858 年にこの地を踏査した和人探検家
の松浦武四郎は、その景観を「トカチの本
名はトカプである。河口が２つあるのを、
２つ並んだトカプ＝乳房から絶えず乳が流
れ出ていると見たてたのだろう」（『十勝日
誌』、現代語訳は編者）と、アイヌ語地名
の由来を推理しながら描写しました（地名
の語源には諸説あります）。現代では、二
股に分かれた東側を浦

うら
幌
ほろ
十勝川、西側を十

勝川（本流）と呼び分けています。
流域の人びとにとって、この大河は少な
くとも１万 4000 年前─縄

じょうもん
文期─から大

切なサケ漁場でした。続く続
ぞく
縄文期・擦

さつ
文
もん

期そしてアイヌ文化期と、人間社会の変遷
を経てなお十勝川サケ個体群は健在で、
19 世紀になって新たに島を領土化した日

p6 に続く
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本政府・開拓使が人びとに支流でのサケ禁
漁令（→ p26）を出した後でさえ、本流で
のシンプルな曳

ひき
網
あみ
漁だけでシーズン 35 万

尾以上の漁獲があったといいます。
2

20 世紀初頭の本流筋には川サケ漁場（曳
網漁場）がいくつもあり、それぞれ地元の
アイヌ民族や和人の漁業団体が管理操業し
ていました。北海道大学附属図書館所蔵の
史料「旧土人共同鮭

さけ
曳網漁場入札貸与願」

に添えられているペン描きの地図（右）か
ら、その一端をイメージできます。

3

十勝川で、政府主導の人工孵化増殖事業
が始まったのは 1899 年でした。政府は、
アイヌを含む民間の川サケ漁業に対する規
制強化を図り、ついに全面禁止とするいっ
ぽう、自ら推進する「人工増殖のための親

しん

魚
ぎょ
捕獲」だけは特別扱いして規模を拡大さ
せます。1910 ～ 60 年代には本流中流部の
ほか芽

め
室
むろ
川・然

しかりべつ
別川・音

おと
更
ふけ
川・帯広川・札

さつ

内
ない
川・メム川・途

と
別
べつ
川といった支流で、ま

た 1970 年代以降は、本流の千代田堰
えん
堤
てい
（池

田町）と支流・猿
さる
別
べつ
川（幕

まく
別
べつ
町
ちょう
）に捕獲場

を集約した形で、毎年数千尾～数十万尾ず
つのサケを捕獲し続けました。事業の民間

移管が進んだ 1990 年代以降も捕獲水準は
維持され、2015 年～ 2019 年の年平均捕
獲数は 27 万 5195 尾（グラフ１）。これら
の親魚から得た 6000 万尾前後のサケ稚

ち
魚
ぎょ

が毎春、十勝川に放流されています。
こうした人工孵化増殖事業は、海面漁業

におけるサケ資源の増大を目指したもので
す。十勝川河口を挟んで浦幌町から広

ひろ
尾
お
町

にいたる太平洋沿岸では、大
おお
津
つ
漁協・大

たい
樹
き

漁協・広
ひろ
尾
お
漁協が計 23 カ統

とう
の定置網（故

郷の川を目指して集まってくるサケを待ち
受けて捕らえる固定式の大型漁網）を設
け、8月末から 11 月中旬にかけて、秋サ
ケ漁を行なっています。

4
毎年 100 万～ 200

万尾を水揚げしていた 2000 年代に比べる

と、近年の漁獲は低迷し、2016 年～ 2020
年の年平均漁獲数は 55 万 2870 尾です（グ
ラフ２）。
十勝川の２つの河口のうち、東側を流れ

る浦幌十勝川を舞台に、地元のアイヌ集
団、ラポロアイヌネイション（RAN、旧称・
浦幌アイヌ協会）が 2020 年夏、「自分た
ちの集団にこの川でサケ漁を営む権利があ
ることを確認してほしい」と札幌地裁に訴
訟を提起しました。アイヌ集団のサケ捕獲
権を日本政府に求める初めての本格訴訟と
して注目を集める中、同年12月の法廷で、
RAN名誉会長の差

さし
間
ま
正
まさ
樹
き
さんは裁判官や

被告たち（国・北海道）にこう語りかけま
した。
「わたしは、父の跡を継いでサケの定置網
の網元をしています。定置網は海での漁で
すが、やはりアイヌとして川でのサケ漁へ
のこだわりを持っています。かつて先祖た
ちが漁をしていた浦幌十勝川は、上流部で
十勝川と分断され、今は十勝川から導水路
を使って、最大毎秒９m3 の水が引かれて
いるだけです。そのため、浦幌十勝川を遡
上するサケはほとんど十勝川に上ることは

「旧土人共同鮭曳網漁場入札貸与願」に添えられた
1900 年（明治 33 年）当時の大津川（現・十勝川）
漁場位置図。原図に着色加工し、漁場位置を矢印で示
した。ブルーの矢印がアイヌ共同鮭曳網漁場。

ありません。それでもわたしたちにとって
は、先祖から受け継いだ貴重なサケなので
す。わたしたちは川を取り戻し、サケを取
り戻し、生活を取り戻したいのです」
現代の十勝川流域では、千代田堰堤と猿
別川に設けた人工増殖向け捕獲場で遡上サ
ケの大半を捕ってしまうため、それより上
流域で自然産卵するサケをみることはほと
んどありません。しかし、地理情報システ
ムを利用した環境評価によれば、サケの産
卵に適した河

か
床
しょう
礫
れき
（砂利）は流域の中上

流域に広く分布しており、各所で魚類の自
由な通行を妨げているダムなどを改善すれ
ば、後はサケたちが自力で自然繁殖を再開
できるだろう、と考えられています。

5

（平田剛士）

1 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣編『日本の地形２　北海道』東京大学出版会、2003
2 北海道さけ・ますふ化放流事業百年史編さん委員会『北海道鮭鱒ふ化放流事業百年史』1988
3 井上勝生「〔紹介〕十勝アイヌ民族の十勝川共有漁場自営・共有財産取り戻し運動史料―〈十勝外四郡土人関係書類〉 
（北海道大学附属図書館北方資料室所蔵）から―」北海道大学大学文書館年報 11巻、2016

4 海上保安庁第一管区海上保安本部海洋情報部「北海道周辺（第一管区海上保安本部管内）定置網・養殖施設配置図」2020
5 卜部浩一・三島啓雄・宮腰靖之「十勝川水系におけるサケ・サクラマスの産卵環境評価（資料）」北水試研報 84、2013
6 水産研究・教育機構 北海道区水産研究所 (2020)：河川別の捕獲数、採卵数及び放流数 
http://salmon.fra.affrc.go.jp/zousyoku/river/river.html

7 十勝総合振興局「秋さけ定置網漁業漁獲状況（10月31日現在）」2020 年 11 月

グラフ１　十勝川流域
における人工増殖向け
サケ親魚捕獲数の推移 6
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紋別市元
もと
紋
もん
別
べつ
の藻

も
鼈
べつ
川で 2019

年９月１日早朝、紋別アイ
ヌ協会の畠

はたけやま
山 敏

さとし
会長たち

は、川面に丸木舟を出し、
前夜のうちに仕掛けておいた刺し網を起こ
して、サケやカラフトマスなどを捕獲しま
した（下の写真）。
その日午後のカムイチェㇷ゚ノミ（サケを
迎える儀式）のための特別な出漁でした
が、儀式を終えた畠山会長は同日夕、水産
資源保護法などに違反した疑い、つまり
「密漁」の容疑で紋別警察署の家宅捜索を
受け、漁網などを押収されました（後に送
検、不起訴）。
事件には伏線があります。紋別アイヌ協
会は 20 年ほど前に、地元でそれまでずっ
と途絶えていたカムイチェㇷ゚ノミを復活・
再開させました。2005 年以降、アイヌ民
族の儀式のための川サケ採捕を知事が許可
しはじめると、同協会は初秋の儀式に合わ

も べつ

p10 に続く



藻鼈川を遡上するカラフトマス。
2018 年 9月撮影。
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せ、所定の申請手続きを経て、藻鼈川で
〝合法的〟にサケ・マスを捕獲するように
なります。
しかし、2007 年 9 月の「先住民族の権
利に関する国際連合宣言」採択をひとつの
きっかけに、世界各地で先住民族の諸権利
の回復を求める声が大きくなるなか、先住
民族も入植者も同列に川サケ禁漁を強いる
日本の法律そのものに、アイヌ民族の疑問
はふくらんでいきます。
2018 年秋、紋別アイヌ協会は、自分た
ちには地元の川で自由にサケを獲る権利が
あると表明して、許可手続きをあえて無視
しました。出漁の朝、トラックに丸木舟を
載せて川に向かうと、10 人あまりの紋別
署員たちが待ち受けていました。警察車両
のバリケードに阻まれて、同協会は舟を川
に降ろすことすらできませんでした。
翌 19 年も、紋別アイヌ協会は許可申請
を拒否したまま、藻鼈川でサケ漁を敢行し
ます。報道各社のクルーや支援者ら数十人
が現地に集まりました。今回は警察は姿を
みせず、丸木舟に乗り込んだ畠山会長が、

網にかかった大きな魚を次々に取り込みま
した。「それは違法です」と川岸から警告
し続ける北海道庁職員たちに向かって、畠
山会長が「日本人が決めた法律になぜ先住
民族が従う必要があるのか？」と反論する
シーンがニュースで放送 1 されました。
事件をきっかけに、各地のアイヌたちが

紋別に集う「ウコイタㇰ（ともに語り合
う）」が始まり、また「アイヌ（＝ひと）
の権利をめざす会」が生まれました。こう
して藻鼈川のサケは、アイヌの権利運動の
新しいシンボルになったのです。
宗
そう
谷
や
岬から知

しれ
床
とこ
岬まで約 360kmにおよ

ぶ弓状の海岸からオホーツク海に流れ出
す大小無数の川は、サケ科魚類たちの重
要な繁殖地です。秋サケ沿岸定置網漁は
2020 年シーズンに北海道全体で 1571 万
8853 尾のサケを捕獲しましたが 2、このう
ち 53.7％はオホーツク沿岸の水揚げでし
た（グラフ）。人工増殖向けのサケ親魚を
捕獲する「増殖河川」はオホーツク地区に
17 本あり、最近 10 年をみると毎年 74.5
万～ 271.4 万尾（平均 151.4 万尾）が捕獲
されています 3。
そのオホーツク地方にあって藻鼈川は、

アイヌ語名モ
静かな
・ペ

川
ッが示すとおり 4、隣り

合う湧
ゆう
別
べつ
川（流域面積 1480km2）や渚

しょ
滑
こつ

川（同 1235km2）に比べると小規模です。
おかげで、藻鼈川は 1978 ～ 94 年度の 17
年間を除いて「増殖河川」の指定を免れ、
川でのサケ・カラフトマス親魚の採捕はな

く、稚魚放流も行なわれてい
ません 5。
流域にダムはなく、水生生

物の生息に適した環境が維持
されています。2010 年から
３年間のモニタリング 6 によ
ると、藻鼈川へのサケ親魚の毎季の遡上数
は 739 ～ 1289 尾と推定され、そのすべて
が野生魚（自然繁殖で誕生した魚）でした。
現代の北海道で例外的に、藻鼈川は「サケ
類が100％自然繁殖している川」なのです。
かといって、これまで危機と無縁だった

わけではありません。1916 年、河口から
20kmあまりさかのぼった鴻

こうのまい
之舞地区の山

中で金鉱床が見つかり、ほどなく住友（現・
住友金属鉱山）の所有となると「東洋一の
金鉱山」と称されるほど開発が進みまし
た。記録 7 によれば、少なくとも４度にわ
たって精練廃液沈殿池の堤防決壊による藻
鼈川汚染が起き、そのつど魚類の大量斃

へい
死
し

が起きました。閉山から半世紀近くが経過
したいまも、現地では排水浄化処理のため
の管理が続いています。
また 1965 年、藻鼈川下流右岸に「北見

パルプ紋別工場」が建設され、工場廃液が
藻鼈川下流域と河口周辺の海を汚染しまし
た。魚影が戻ってきたのは、工場閉鎖後の
1983 年以降だといいます 8。
支流・豊丘川のそばで市内初の産業廃棄
物最終処分場が稼働したのは 2012 年。ほ
ど近い港湾地区にバイオマス発電所が営業
運転を始めると、燃料焼却灰の埋め立てを
見込んで処分場の面積は倍加しました。
こうしたリスクに対し、紋別アイヌ協会
とNPO法人さっぽろ自由学校「遊」など
の市民団体が、2010 年に「モペッ・サン
クチュアリ・ネットワーク」を結成しまし
た。野生サケをシンボルに、藻鼈川流域生
物相の保全と、持続的な川サケ漁などアイ
ヌの権利保障とを両立するサンクチュアリ
（聖域）づくりが構想されています。

（平田剛士）

1 たとえば 2019 年 9月18日付けHTBニュース。https://youtu.be/n1KUpsnNmHw
2 北海道「秋さけ沿岸漁獲速報 (12 月 31日現在）」2021
3 公益社団法人 北海道さけ・ます増殖事業協会ウェブサイト「北海道の海区別サケ親魚河川捕獲数」2021年 2 月 8日閲覧
4 伊藤せいち「紋別市内藻別川のアイヌ語地名」アイヌ語地名研究会『アイヌ語地名研究４』収録、2001
5 水産研究・教育機構 北海道区水産研究所 (2020)：河川別の捕獲数、採卵数及び放流数
http://salmon.fra.affrc.go.jp/zousyoku/river/river.html

6 地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部さけます・内水面水産試験場「野生サケの資源動態に関する研究（受託研究）」
『道総研さけます・内水面水産試験場事業報告書（平成 22 年度～平成 24 年度）』収録、2011～ 2013

7 紋別市史編纂委員会『紋別市史』1960
8 紋別市「紋別市環境基本計画」2013

グラフ　北海道沿岸の秋サケ
漁獲尾数（2020 年度）
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2020年３月 15 日午後、沙
さ
流
る
川

にほど近い平
びら
取
とり
町二

に ぶ た に
風谷生活館

で、「アイヌ（＝ひと）の権利
をめざす会」が結成されました。

カムイチェㇷ゚ノミのために藻
も
鼈
べつ
川でサケ漁

を敢行し、「密漁」容疑で告発・送検され
た畠
はたけ
山
やま
敏
さとし
・紋別アイヌ協会会長ら（→ p8）

を支援するため、各地のアイヌ有志が集
まってつくった新しいグループです。
半月後に札幌で開いた記者会見で、会の
共同代表に就いた二風谷在住の貝

かい
澤
ざわ
耕一さ

んが、自筆の声明文 1 を読み上げました。

「私たちは、太古の昔から、自然の恵みを
生業としてきました。先人たちは常に神々
に断りを入れ、生活に必要な木や草、シカ
やサケをいただき、その恵みに感謝しなが
ら生きてきました。そして、それは代々受
け継がれてきました。ところが、突然海を
渡ってきた人たちは、なんの断りもなく、
ここに住んでいた私たちを無視して、土地

p14 に続く

さ る



二風谷ダムの堤体は高さ 32m、幅 550m。左側に見えるのは
サクラマス向けの魚道施設。2018 年 10 月撮影。
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を奪い、生活を奪い、文化をも奪いまし
た。私たちは、それまでと同じく、自然か
らの恵みで生活しようとしましたが、それ
は私たちの気づかないうちに、法律違反と
され、違反すると罰せられました。長い間
先人たちが培った生活の知恵や、決まりご
とは無視されて、圧倒的な数の差によって、
日本国の法律を押しつけられてしまい、多
くのアイヌたちは抵抗もできないままに、
その生業を変えていかざるを得ませんでし
た。（略）そんな中で、紋別アイヌ協会が、
先住民族アイヌとして、正々堂々とサケを
採ったことに感動しました。私たちアイヌ
がサケを採るための許可を得る必要がある
のは、水の神であり、サケの神、大自然の
神たちだけであります」
貝澤さんはかつて、地元の沙流川に巨大
ダムをつくった建設省＝国を相手取って
「二風谷ダム裁判」を闘い、「先住民族へ
の配慮なきダム建設は違憲」の判決を引き
出した原告の一人です。
沙流川はサケの川です。同じ裁判の原告
で、二風谷在住の萱

かや
野
の
茂
しげる
さん（1926-2006）

は、今から 30 年前、提訴に先だつ 1991
年３月、建設省に対する行政不服審査審理
の場で、子どものころの強烈な記憶を交え
て、次のように陳述していました 2。
小学校に上がる前（1933 年ごろ）のあ

る日、「長いぴかぴかのサーベルをさげた
巡査が、わが家の板戸を開けて入ってき」
て、萱野さんの父親を連行していきまし
た。父は沙流川でサケを捕ってきては「私
達兄弟や近所のお婆さんたちに、さらに
神々にも食べさせて」くれていました。そ
れが「密漁のかどで逮捕されたのです」。
萱野さんは続けます。

「アイヌ民族が死に絶えることなく、生き
続けてこれた理由の一つに、食糧を十分手
に入れることができたということがありま
す。食糧とは、鮭

さけ
と鹿

しか
の肉です。だから

アイヌは鮭を大切にし、自然の摂理に従っ
て捕獲したのです。……家族が食べる分だ
け毎日獲ったからといって、鮭が減ること
はないということをアイヌ自身は知ってい
ました。そのころ鮭が減ったのは、シャモ
（和人）の乱獲が原因なのです。シャモは

自分たちがつくり出した責任をアイヌに押
し付けたわけです。……シャモがつくった
鮭の禁漁などという法律は、鮭をあてにし
て生活してきたアイヌにとっては『死ね』
というような法律です」
サ
沙 流 川 の ア イ ヌ
ルウンクㇽにとって、サケを奪われ、

ダム建設にいたる経過は、「一方的な不法
侵略」（萱野さん）そのものでした。
日
ひだか
高地方で人工増殖向けの川サケ捕獲が

始まったのは、静
しず
内
ない
川（染

しべちゃり
退川）の 1909

年が最初で、新
にいかっぷ
冠川、日高幌

ほろ
別
べつ
川（いずれ

も 22 年）、三
みつ
石
いし
川（23 年）、沙流川（24 年）、

元
もと
浦
うら
川（28 年）と、国家の〝川サケ独占〟

が一気に進みました 3。およそ１世紀後の
2019 年シーズン、日高管内さけ・ます増
殖事業協会がこれら６河川で計 12 万 7331
尾のサケ親魚を捕獲しました 4（グラフ）。
かたや、地元のアイヌ協会などの申請に
対して北海道知事が許可したサケ「特別採
捕」の制限尾数は、元浦川 300 尾、静内

川 150 尾、沙流川 40 尾の合計 490 尾でし
た（いずれも 2018 年度）。
二風谷ダム裁判で、札幌地裁は 1997 年
3 月、こう判決しました。
「国は、先住少数民族であるアイヌ民族独
自の文化に最大限の配慮をなさなければな
らないのに、二風谷ダム建設により得られ
る洪水調整等の公共の利益がこれによって
失われるアイヌ民族の文化享

きょうゆう
有権などの

価値に優越するかどうかを判断するために
必要な調査等を怠り、本来最も重視すべき
諸価値を不当に軽視ないし無視して、本件
事業認定をなしたのであるから、右認定処
分は違法」
しかし、すでに完成し水を湛

たた
えてしまっ

たダムを前に、被告＝国に対して認定撤回
（ダム撤去）までは命じず、二風谷ダムは
今も沙流川に巨体を横たえたままです。
最初に触れた「アイヌ（＝ひと）の権利
をめざす会」の設立会見で、貝澤耕一・共
同代表はこう述べました。
「もともとこの北海道ちゅうのは私たちの
くにです。（そこへ和人が）勝手に入って
きて、多数だからと言って勝手に法律を
作って、私たちに押しつけた。これを何と
かくつがえさにゃいかん」5

（平田剛士）

グラフ　日高管内さけ・ます増殖事業協会による
６河川のサケ捕獲実績（2019 年度）

1 アイヌ（＝ひと）の権利をめざす会「KAMUYCEP No.1」2020
2 萱野茂・田中宏編『アイヌ民族ト゚ン叛乱　二風谷ダム裁判の記録』三省堂、1999
3 北海道さけ・ますふ化放流事業百年史編さん委員会『北海道鮭鱒ふ化放流事業百年史』1988
4 日高管内さけ・ます増殖事業協会「第 7 事業年度事業報告書」2020
5 アイヌ（＝ひと）の権利をめざす会「KAMUYCEP No.2」2020
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秋味料理といえば石狩鍋。「石
狩」は長らくサケ産地の代
名詞でした。1869 年（明治
２年）に開拓使を設置した

政府は、石狩川河口や海岸部でのサケ漁を
「北海道の主要産業」とみて奨励しました1。
公式記録 2 に残る石狩川河口におけるサケ
漁獲量は、1868 年からの 10 年間で 910
万 3000 尾（年平均 91 万 300 尾）に達し、
１シーズンに 150 万尾近く捕った年もあ
りました。ちなみに 2019 年度、石狩市沿
岸の秋サケ定置網漁業の水揚げは 633 ｔ
で 3、１尾 3.3kg 見当で割り返すと 19 万尾
ていど。明治期初頭のケタ違いの漁獲圧が
うかがえます。
これは明らかに捕りすぎで、早くも
1880 年代以降の石狩川サケ漁獲量は急減
します。漁法制限や支流禁漁の強い規制を
誘発したほか、「このままではサケが絶滅

p18 に続く



自作のマレㇰでサケを捕らえた石辺勝行・
千歳アイヌ文化伝承保存会会長。
2018 年 12 月 29 日、千歳川で撮影。

1918

する。早急に人工孵化に取り組むべきだ」
という政策論 4 に口実を与え、一大繁殖地
である千歳川のほとりに「官営千歳中央ふ
化場」が建設されました（1888 年）。国家
による川サケ独占体制がこうしてスタート
を切ったのです。
開拓・開発のダメージを被ったのはサケ
だけではありません。島内最大の流域面積
を誇る石狩川には、「この 150 年間に島内
で最も強く改変を受けた水環境」という側
面があります。
石狩川と、豊

とよ
平
ひら
川・千

ちとせ
歳川・夕

ゆう
張
ばり
川・空

そら

知
ち
川・雨

う
竜
りゅう
川など主要な支流を擁する石

狩平野にはかつて、激しく蛇行・分岐する
川筋の隙間を埋めるように無数の小湿地や
河跡湖がパッチ状に発達し、総面積６万
ha を超す「石狩大湿原」を形成していま
した 5。しかし今、その 99％は消失してい
ます。100 年にわたる開拓／開発事業が、
6000 万 m3 とも試算される膨大な客土を
注ぎ込んで「原野」をつぶし、農地や都市
に変貌させたのです。
町が建設され集住が進み、農地が広がる
につれ、利水・治水名目の改修工事が川そ
のものを大きく変えていきます。1918 年
から半世紀をかけて計 29 カ所の蛇行部を
バイパスした結果、石狩川本流は 60kmも
短くなりました 6。支流を含む流域に建設
されたダムは、堤高 15m超のものに限っ
ても 88 基にのぼり、これは北海道島内の
全ダム（190 基）の 46％にあたります 7。

日本の「拓殖」が及ぶ以前、長大な石狩
川は、上流・中流・下流部にそれぞれ異な
る生活文化圏を育んでいました。人びとは
互いに往来しつつ、上川盆地に暮らすペニ
ウンクㇽ、中流部のパニウンクㇽ、河口部
のパラトーウングㇽと集団を呼び分けまし
たが 8、その生活を支えていたのはいずれ
もサケです。
上川盆地では擦

さつ
文
もん
文化期（８～ 13 世紀

ごろ）、支流・忠
ちゅう
別
べつ
川などサケ繁殖地のす

ぐそばに集落ができ始めます。人々が水害
をいとわず川のほとりに住みついたのは、
捕獲から加工・保管・出荷まで、集約的な
サケ漁業を優先したからだと考えられてい
ます 9。1000 年経っても忠別川のサケ個体
群は健全で、ペニウンクㇽたちの川サケ漁
がサスティナブル（持続的）だったのは間
違いありません。それは間接的に、下流域
で暮らすパニウンクㇽ・パラトーウングㇽ
たちとの資源の上手な分かち合いをも証明
しています。
ところが 20 世紀なかばを境に、上川盆

地のサケ個体群はあっけなく絶滅しまし
た。国策パルプ（現・日本製紙）旭川工場
からの排水などによる汚染に加え、30km
ほど下流の石狩川本流に川幅いっぱいの取

しゅ

水
すい
堰
ぜき
が建設されたせいで、親魚たちが繁殖

地にたどり着けなくなったのです。
札幌市内を流れる豊平川のサケも、

1950 年代に「滅亡」してしまいます 10。
都市下水・生活排水・工場排水による水

質悪化とダム建設・河川
工事が主要因と分析され
ました。市民によるカム
バックサーモン運動が起
こり、人工孵化稚魚の大
量移植放流によってサケ
親魚の繁殖遡上が再開したのは、ようやく
1981 年秋のことでした。運動はいま、人
工放流に依存しない野生サケの復元を目指
す計画に発展しています（→ p40）。
忠別川の手当てはさらに遅れ、2000 年

代になってようやく本格的な再導入（絶滅
地域に人為的に新たな個体を補充して再生
を図ること）が始まりました。魚の往来を
妨げていた堰（旧・花園頭

とう
首
しゅ
工
こう
）に魚道が

ついて親サケの遡上が再開しましたが、
2019 年度の親魚遡上数は推定 210 尾で、
上川アイヌたちが１シーズンに９万尾を漁
獲していた 150 年前と比べると、まだ復
元というにはほど遠い状況です 11。
130 年以上にわたって人工増殖事業の拠
点であり続ける千歳川では、日本海さけ・

ます増殖事業協会が、千歳市内の捕
インディアン水車
魚車で

毎年 8月下旬から 12 月上旬にかけて、人
工孵化向けの親魚を捕獲しています。最近
10 年の捕獲実績は 11 万～ 42 万尾 12。こ
れは毎年の計画（７万 6400 尾）の 150％
～ 550％にあたります（→ p36）13。
源流部に湧水が豊富な千歳川は、真冬に
も水温が比較的高く、「冬サケ」と呼ばれ
る冬季遡上群がみられます。
2018 年暮れ、地元の千歳アイヌ協会と
千歳アイヌ文化伝承保存会が伝統漁具マレ
ㇰを用いた冬サケ漁を復活させました。そ
のための川サケ捕獲許可申請に対して、北
海道内水面漁業調整規則にもとづき知事が
許可した「特別採捕」の上限は、初年が
50 尾、翌年が 150 尾でした。（平田剛士）

1 工藤義衛「サケとヒトが出合う場所」北海道ラムサールネットワーク編『湿地への招待　ウエットランド北海道』北海道新聞社、2014
2 北海道さけ・ますふ化放流事業百年史編さん委員会『北海道鮭鱒ふ化放流事業百年史』1988
3 北海道石狩振興局産業振興部水産課「石狩管内水産業の概要」2020
4 伊藤一隆「千歳中央ふ化場建設についての演説」『北水協会報告第 35 号』1888
5 髙田雅之・辻井達一・藤田郁男編著『北海道の湿原』北海道新聞社、2007
6 国土交通省「石狩川流域誌」https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/e9fjd600000002ee.html　2021年 2 月11日閲覧
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今から39年前の 1982 年 9 月
15 日、札幌ススキノに近い
豊平川の河川敷で、第１回
アシㇼチェㇷ゚ノミ（新しい

鮭を迎える儀式）が開催されました。日
本政府の川サケ漁禁止令のせいで途絶え
たままだったアイヌの重要な儀式を約 100
年ぶりに復活させたのは、結

ゆ う き
城庄司さん

（1938-83）、豊川重雄さん（1931-2015）
らアイヌ有志たちでした。（平田剛士）

〈アシㇼチェㇷ゚ノミが始められた当時は、
「カムバックサーモン」というキャッチフ
レーズのもとに川に鮭を戻そうという環境
浄化運動が官民挙げて取り組まれた時期
であった。結城庄司はこれに着目し、この

時流を逆手にとってアイヌ民族の復権運動
につなげたのがアシㇼチェㇷ゚ノミの実現で
あった。鮭はアイヌ民族の古来からの主食
であり、その捕獲権は明治政府によって奪
われた数々の生活権の象徴的権利でもあっ
た。札幌という大都会で「新しい鮭を迎え
るという儀式」を行うことは、アイヌ民族
が歴史的に権利を奪われてきたということ
を如実に示す画期的取り組みであり、誰に
でも分かりやすく訴える新しい運動スタイ
ルであった。この「文化を武器に闘う」と
いう結城庄司の取り組みは多くのアイヌウ
タリ（同胞）や市民の共感を得て、全道各
地での儀式の復活につながり広がっていっ
た。〉（札幌アイヌ文化協会『アシㇼ チェ
ㇷ゚ ノミ　30 年のあゆみ』2013）。

札幌アイヌ文化協会・アシㇼチェㇷ゚ノミ実行委員会主催の第 10回アシㇼチェㇷ゚ノミのようす。
1991 年 9月 15 日撮影。

アシㇼチェㇷ゚ノミのこころ　祭主　豊川重雄

アイヌの祖先は、大自然を母親のように
こよなく慕い、あらゆる生き物と共に生き
てきた心優しい平和な民族でした。
そして、アイヌモシㇼを幾重にもつらぬ
く河々の流れは、コタンに四季折々たくさ
んの贈り物を神から伝えてくれる動脈でも
ありました。
むかしより神が、わたしたち人間に秋の
訪れを知らせる使いとして遣わされたの
は、「神の魚」とたたえられるカムイチェ

ㇷ゚（サケ）でした。この神からの贈り物「サ
ケ漁」は、冬のコタンの生活を支えるため
の大切な秋の労働でもありました。
ところが百数十年前、アイヌモシㇼが知

らぬ間に北海道と呼び名をかえられ、日本
人の移住が進むにつれアイヌが自由にサケ
をとることは一方的に禁じられてしまいま
した。同時に民族儀式「アシㇼチェㇷ゚ノミ」
も廃止させられ、大切な食糧と共に生活に
息づいていた文化まで奪われるという悲し

い歴史が続きました。
かつてアイヌの社会では石狩川をはじめ

として鮭迎えの儀式が各コタンで盛大に行
われていました。
河口に神々を祀るヌサ（祭壇）をつくり

イナウ（木幣）を立て「わたしたちはカム
イチェㇷ゚が上がる川をきれいにし不潔なも
のは川に入れず、またとったカムイチェㇷ゚
もコタンの全てのものと分けあうから我々
のコタンにカムイチェㇷ゚を沢山上がらせて

アイヌとカムイチェㇷ゚

1990 年第 9回アシㇼチェㇷ゚ノミ・リーフレット／
札幌アイヌ文化協会『アシㇼ チェㇷ゚ ノミ　30年の
あゆみ』2013 から転載。

お恵みください」と、カムイノミ（神々へ
の祈り）をしたのです。
このように自然を大切に敬い、仲間と分
けあうことが祖先から伝えられてきた〝ア
シㇼチェㇷ゚ノミのこころ〟なのです。
イヤイライケレ



石辺勝行・千歳アイヌ文化伝承保存会会
長の手になるイサパキㇰニ（サケ漁に使
用する頭叩棒）。皮をむいた部分が把手。
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札幌鮭祭り
聖なる尊き天空高き天界
よりお下りになられし尊
き重き女神様のご神前を
お明け開かしいたしてカ
ムイ（神様）のご面前へ
聖なる尊きイナウ（御幣）
をお立ていたしながら、
ツキ（盃）にイナウを捧
げたトノト（お神酒）が
あふれてパスイ（奉納箸）
流れますかのように聖な
るカムイへお捧げいたす
とともにイタッ（ことば）
を創作いたしますことは、
太古の時代より古き神代
の時代より遠いご先祖さ
まエカシウタリがまこと
にご尊敬いたしながら礼
拝いたしました聖なる大
自然にご鎮座なされし尊
き重きカムイがたへツキ
にイナウを捧げたトノト
があふれてパスイが流れ
ますかのように聖なるカ
ムイがたへお捧げいたし
ますことは、
聖なる尊きカムイの領す
る獲物の名を領するカム
イチェウッ（神の魚＝サ
ケ）が持たれましたる子々
孫々は大海原、沖の海原、
海洋に生活いたしてまこ
とに完全に成長なさった
ので、
ふたたび誕生いたしまし
たるワッカカムイ（水の
カムイ）領します川中へ
入られて非常に美しく戯
れながら子孫を殖やすた
めに卵を産み精を放とう
といたすことは、
カムイやアイヌ（人間）
にも与え授けられました
のでお祭りいたしまする。

葛
くず
野
の
辰
たつ
次
じ
郎
ろう
エカシの

サッポロ カムイ チェウッ アエカン ホウッ オンカミ

シノオイナネー　リー　カントー　モシロル　オロワー　
ウランロッキアー　シーノパセー　オイナ　モイレ
マッ　コロ　カムイナンコッチャー　サモロ　アーン
サラレー　マカー　アンキワー　カムイ　

キレトッカシ　シノオイナネー　イーナウ　アンアシー　
アンキー　カーネ、
ツキーカウッケマーッ　イナウ　コロ　トノトー　カームーイ　
エイーカンパスイコンナ　モウㇺナタラキーノ　シオイナー　
カムイ　エンー　アコー　リキンテ　アンキーツーラノー　
イタッ　カンパレー　アンキイ　アナッネ、
シーフシコーテエタオロワーノ　シフシコー　カムイ　ツタヌ　
ワーノ　テエタ　シンリッ　ネローッア　エカシー　ウータリー　
シヤンノー　オイナネーレ　キカーネ　アノミー　キローッア　
シオイナネー　シロウㇽ　タ　エイロッロッ　キローッア　
オイナーパセー　カムイ　ウタリ　オーレン　ツキカッケーマッ　
イナウコㇿ　カムイトノート　エイ　カンパスイ　コンナ　
モウㇺナタラ　キーノ　カムーイ　ウタリ　オーレン　
アーリキンテ　アンキイ　アナーネッ、
シオイナネ　カムイー　コルロッア　イソネー　チヨーキ　
レーコルキイ　アーナッ　カームイチェウッ　コルロッキーア　
イポネ　サンリリケシ　シヤンーポロー　アツイツム　レプン　
リーイリ　イヲロ　オロータ　スクウッ　キワ　シヤンノ　
ピリカノ　オウレウス　キアクス、
カーンナルイノ　シイッオキロッア　ワッカ　カームイ　
コルロッキア　ペッ　ルヲロ　オーシケ　エン　コアフンキーワ　
シヤンノ　ピリカ　ウエラウス　キカネ　リリケシ　ウタリ　

エイ　オポマカ　キシンネノ　
エイートイタ　キイアーナッネ、
カムイ　ウタリ　アェイヌ　ウタリ　
オレン　ネェヤーッカ　アエカシヌカル　
キロッアクース　アノミ　キローッア。

葛野辰次郎著『キムスポＶ』（1991 年）より
「札幌鮭祭り」冒頭部分を抜粋。
日本語訳一部修正。

石狩川中流域文化研究会編
『パニウンクㇽの生活文化誌』
（2003 年）から抜粋。一部
ルビを追加しています。

天の川に石狩川の映りぐあい
で c

サ ケ
hiep がとれるかとれな

いかをみるんだ。雨竜川と
石狩川の出合いのへんが明

るいと石狩川も雨竜川も chiep がたくさん
のぼる。暗いとさっぱしだな。特に雨竜川
はよ。
keri（靴）はホッチャレになったお

雄 サ ケ
んた

の皮よ。川をのぼってきて背ビレも白く
なったやつだ。め

雌 サ ケ
んたは皮が薄いからダメ

だ。おんたでも海や川の入り口のは、やっ
ぱし皮薄いんだ。だから川をのぼったのが
一番いい。イパッケニ（頭叩棒）に使うも
のは、変なもの使うもんでない。ちゃんと
柳かミズキでよ、削りかけつけてな、ちゃ
んとしたもの作るんだ。
こんな話、あるど。
母親から子どもが川から水くんで来いと
言われ外に出てみたらいい月なんだと。子
どもはお月さんを見て「お月さんはいい
な。いつも空から眺めておれて、働かんで
もいいし」と言ったらお月さんは「そんな
こと言うもんでない。アイヌモシリ（人間
の国）いるものは怠けるんでない」と言っ
ていたずらに子どもをさらっていった。
ハ
母 親
ポは子どもがなかなか帰って来ないの

で水くみに行った川にでも落ちたのかと
思って探していた。ウグイに会ったから

「子ども見なかったか」と聞いた。ウグイ
の言うには「いつだかアイヌからしっぽの
骨まで固くてだめだ、と言われたから教え
ない」と言われた。
泣く泣くまた下って行ったら、イトウに
出会ったので子どものことを聞いたらイト
ウの言うには「口でかいと言われたから教
えない」と言われた。
さけに出会った。さけの言うのには「い
つも新しいイパッケニ（頭叩棒）で叩いて
くれ、大事に扱ってくれるので教えてや
る。子どもはお月さんがさらっていった」
と教えてくれた。お月さんを見るとなるほ
ど子どもがニヤトシ（水汲み桶）を持って
立っているのが映っていたと。だからイ
パッケニは古くさいもんなんか使うもんで
ないんだ。月にさらわれた子どもは、働く
のが嫌な子どもは私のようになるって言っ
ているんだ。

サケには新しいイパッケニを
杉村キナラブックの話 （平田角平・研究ノートから）



萱野 茂著『炎の馬』
（すずさわ書店、1977）
から転載、一部省略。

札幌大学ウレㇱパクラブによるアイヌ語劇のワンシーン。
脚本に「キツネのチャランケ」のエピソードが盛り込まれ
た。2019 年 1 月 26 日、札幌ワイルドサーモンプロジェ
クト市民フォーラム 2019（札幌エルプラザ）のステージ
から。撮影・西野正史氏。
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私はシコツ湖近くのウサクマ
イに住んでいた一人のアイ
ヌでありました。……村の
近くには水のきれいな川が

流れていて、秋になるとたくさんのサケが
卵を産むために遡

のぼ
ってきます。冬の食糧に

するため近くの村ばかりでなく遠くピラト
リコタン（村）からもサケをとりにやって
きます。サケを食べるのはアイヌばかりで
はありません。クマもキツネも、サケを食
べることのできる生き物はすべて川を遡っ
てくるサケをとって食べ、お互い邪魔しあ
うこともなく暮らしていました。……
ある夜のこと、……遠くのほうで人声が
聞こえます。こんな夜更けに誰が来たのだ
ろうと思って耳をすますと、聞こえなくな
ります。……
不思議に思った私は、家族の者が目を覚
まさないようにこっそり寝床から抜け出

し、家の外へ出ました。……
だんだん声のするほうに近づきました

が、どうも人間の声らしくもないのです。
しかも川の向かい側の水辺から聞こえてき
ます。……じっと目をこらしてみると、そ
れは一匹のキツネでありました。
……キツネがアイヌに向かってチャラン

ケ（談判）しているのでした。
「こら、アイヌども、よく聞け。サケとい
うものはアイヌが造ったものでもないし、
もちろんキツネが造ったものでもない。イ
シカリ川の川口を司るピピリノエクル、ピ
ピリノエマッという神様夫婦が、アイヌも
クマもわれわれキツネも、その他サケを食
べる生き物すべてが充分食べられるように
この川を遡るサケの数を決めてくださって
いるのだ。それなのに、今日の昼頃アイヌ
が捕っておいたたくさんのサケの中から一
匹だけ勝手にもらって食ったところ、その

アイヌは、私に向かってアイヌがいえる
と思うありったけの悪口雑言をあびせかけ
た。その悪口は黒く暗い炎のように私にお
そいかかった。その上、鳥も住めない裸の
山、恐ろしい国へわれわれキツネを追放す
るよう神々全部に頼んだのだ。神様たちは、
アイヌの言い分だけ聞いて、われわれキツ
ネをアイヌの国から追放してしまうかも知
れない。このままでは大変なことだ。神で
もアイヌでも私の言い分を聞いてくれ」
……私は本当に驚きました。キツネの言

い分は全部正しいのです。魚というものは
アイヌだけが食べる権利があるのではな
く、魚を食うことができるすべての動物が
食べることができるよう神様が与えてくれ
た食糧なのです。それを知らない馬鹿な
アイヌがいてキツネ神の悪口を言ったの
でした。
夜が明けるのを待って私は村人たちを呼

び集めました。そして昨日キツネ神に悪口
を言ったアイヌをうんと叱りつけ、償い物
としてイコロ（宝刀）を出させました。そ

れから酒を大量に醸し、イナウをたくさん
造ってキツネ神へていねいに謝罪しまし
た。神々はこれを聞き届けてくれたので、
キツネは遠い国へ追放されることもなく、
安心してアイヌの国土で住めることになり
ました。
だからこれからのアイヌよ。サケでもシ
カでもアイヌだけが食べるのではなく、生
きている動物、サケやシカを食べるすべて
の動物がアイヌと同じように食べる権利を
持っているのだから、決して人間だけの
ものと考えてはいけません─と一人の
アイヌが言いながら世を去りました。

キツネのチャランケ
昭和43年4月17日収録　平取町去

さる
場
ば
　語り手　鍋沢ねぷきさん

サケと先住民
……サケは新鮮な食糧としても利用
されるが、多くは天日や燻煙により
乾燥した干しサケが越冬食として利
用されてきた。アジア側では主とし
て天日および風による乾燥が行なわ
れ、北アメリカ西海岸では燻煙によ
る乾燥が行なわれてきた。……
乾燥したサケは越冬食として先住民

の重要な食料であったが、長期間利
用する上で、含まれる脂質の酸化が
問題となる。脂質を多く含む干し魚
の油脂は時間の経過とともに酸化
し、味や臭いを悪化させるばかりか、
摂取した人体にも悪影響をおよぼ
す。酸化によって毒性物質が生成さ
れるほか、ビタミンＡやＣを破壊す
る作用があるとされる。
シロザケは８種中遡上時に最も脂質

の含有率が低下するため乾燥保存に
適しており、その遡上の多い北海道
やサハリン、アムール川流域、カム
チャツカ半島では干しサケの大部分
がシロザケであった。また、脂質の
多い種に対してはサケ類の脂質酸化
を考慮したと考えられる処理が行な
われてきた。

渡部 裕「先住民社会と水産資源　北東アジアを中心に」北海道立北方民族博物館『第 18 回
特別展　先住民社会と水産資源　サケ・海獣・ナマコ』（2003 年）から転載、一部省略。More Info



札幌県

根室県

函館県

３県１局期の各県管轄図
（根室県管轄の千島諸島など離島は省略）
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現在の北海道の川ではサケは
禁漁です。まず水産資源保
護法が「内水面においては、
溯
さく
河
か
魚類のうちさけを採捕

してはならない」「ただし、漁業の免許を
受けた者又は……農林水産大臣若しくは都
道府県知事の許可を受けた者が、当該免許
又は許可に基づいて採捕する場合は、この
限りでない」（25 条）と定めています。そ
れにもとづいて北海道で「知事の許可」を
規定しているのは北海道内水面漁業調整規
則＊で、その 52 条には「……知事の許可
を受けた者が行う試験研究、教育実習、増
養殖……伝統的な儀式若しくは漁法の伝承
及び保存並びにこれらに関する知識の普及
啓発……のための採捕については、適用し
ない」と書いてあります。

こうしたルールの下で許可されたサケ捕
獲は「特別採捕」と呼ばれています。これ
が現行の法的枠組みですが、ではこうした
枠組みができる以前はどうなっていたの
か？　明治初期を起点にたどってみましょ
う。

狙われたサケ資源

川での自由なサケ漁は、何段階かにわ
たって否定されてきました。とりわけ集
中的だったのは開拓使の時期（1869-1882
年）です。土地の権利の侵害はこれより後
の時期の問題も大きいのですが、サケ漁規
制など生物資源の利用に関しては、開拓使
の時期の規制強化が際だっています。ちょ
うど近世（江戸時代）から近現代への移行

期に当たります。
大きな変化のひとつは「場所請

うけ
負
おい
制」を

廃止したことです。近世日本は、蝦
え
夷
ぞ
地
ち
の

各地に場所請負人（商人）を置き、彼らに
漁業経営を独占させていました。松前藩が
許認可権を持ち、商人から税金をとる仕組
みで、場所請負制と呼ばれます。開拓使は
「場所請負人たちが各地の漁業経営を独占
して、新しい産業振興を妨げている」とみ
ていました。また各場所の請負人たちは漁
業生産のためにアイヌ民族を安価な労働力
として酷使していたので、それを何とかし
なければという問題意識もありました。た
だ、場所請負人たちは、出稼ぎの和人漁民
や先住民族のアイヌを使役するいっぽう
で、アイヌが自給用に川でサケマスを捕る
ことまでは妨げていませんでした。
開拓使は、はじめ「場所請負」を「漁

ぎょ
場
ば

持
もち
」と名前を変えただけで、従前の商人た

ちがあいかわらず各地の漁業経営を独占す
る状態が続きましたが、1876 年までに漁
場持制度も全廃して、その後のサケ漁は、
役所に出願した希望者に許可を与える方式
に変えました。現実には手続きなしに捕る
人もいたわけですが、それは「制度から逸
脱した違法漁＝密漁」とみなしました。

川サケ漁の慣習を「密漁」化

1876 年の「開拓使乙第 9号布
ふ
達
たつ
」は、「テ

ス網」漁と夜漁を禁じました。「テス網」

はアイヌ語のテㇱに由来する言葉です。地
域によっては「ウライを禁止する」と書か
れた規制も発令されます。テㇱ・ウライは
当時のアイヌ民族の川サケ漁具です（上
図）。また 1878 年の「開拓使乙第 30 号布
達」では、「川でサケ・マスを捕る場合、
曳
ひき
網
あみ
以外の漁法はすべて禁止」「曳網であっ

ても夜漁、支流では一切禁漁」と、規制を
いっそう強化します。この法令によって、
たとえば石狩川水系でも、千歳川・豊平川
など多くのサケ遡上河川が禁漁区になりま
した。
「開拓使がこうした布達を出したのは、
アイヌ民族を狙い打ちするためだった」と

日本が封じたアイヌ民族の「川サケ権」
カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会での山田伸一さんの講演録から

北海道行政機構のうつりかわり
年代 呼びかた 役所名と機構（1875 年 11月以降）

1869-1882 開拓使期 開拓使（東京出張所・札幌本庁・函館
支庁・根室支庁）

1882-1886 ３県１局期 農商務省北海道事業管理局（東京） 
＋札幌県・函館県・根室県

1886-1946 北海道庁期 北海道庁
1946-2001 北海道開発庁（国）＋北海道（自治体）
2001- 国土交通省（国）＋北海道（自治体）

明治期のアイヌ民族の川サケ漁の方法の例。（上から）
テㇱ、ウライと思われる。函館市中央図書館所蔵「明
治初期アイヌ風俗図巻（仮称）」から。

＊「漁業法等の一部を改正する等の法律」施行にともない、北海道は 2020 年 11 月、北海道内水面漁業調整
規則を廃止し、北海道漁業調整規則を制定した。川サケの特別採捕許可要件は新旧規則で実質的に維持された。
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までは言えません。とはいえ、結果的に一
番ダメージを受けたのがアイヌ民族だった
ことは間違いありません。当時の法令は、
「住民の同意を得て決める」という民主的
な手続きは何もなく、ある日突然、東京で、
あるいは札幌で決まって、施行されてしま
います。昨日も今日も明日も続けていくつ
もりの漁業活動が、ある日いきなり「違法
な密漁」にされてしまうわけです。
では、開拓使はなぜこんなに熱心にサケ
漁を規制したのでしょうか。1878 年の「開
拓使札幌本庁第 43 号布達」にこんなふう
に書いてあります。「魚

ぎょ
苗
びょう
の生育すべき支

川で漁獲したら減ってしまう、だから繁殖
地である河川上流の支川（支流）での捕獲
を禁じる」─。
当時、「北海道物産」として一番たくさ
ん販売されたサケマスの加工品は塩ザケ・
塩マスで、東京などに出荷されていまし
た。また開拓使直営の缶詰工場が石狩や別
海に建ち、シカ肉の缶詰などとともに、サ
ケマスの缶詰を国内外に売り込みました。
当時の政府がサケ漁業を活発化させようと
していたのは明らかです。

アイヌ民族を無視した政府

こんなに規制したら、川でサケを捕獲し
てきたアイヌ民族は生活に困るに違いあり
ません。開拓使もそれに気づいていなが
ら、しかし「アイヌは自分で何とかするだ

ろう」くらいの感じだったようです。
例外的に開拓使札幌本庁が 1879 年、千

歳・勇
ゆう
払
ふつ
両郡のアイヌに対し「シカとサケ

の収獲減少に備えて農業指導をしよう」と
計画したことがありました。しかし、すで
に支流禁漁・曳網以外の漁法禁止の布達を
出した後です。順番が逆ですよね。おまけ
に結局「金がかかりすぎるから」と、この
計画は実行されませんでした。ようするに
何もしなかったわけです。
そんななか、アイヌ民族も合法的にサケ

を捕ることを認められていたケースはあり
ます。たとえば十勝アイヌの共有漁場で
す。1900 年当時、十勝川河口に十勝アイ
ヌの共有漁場があり、サケ漁業が行なわれ
ていました（→ p6）。ただ、アイヌ共有漁
場の多くは早くから和人に賃貸され、アイ
ヌ民族が自分たちでサケ漁をしていた例は
明治初期の段階でもあまり多くはありませ
ん。十勝川の共同漁場も、1925 年にはサ
ケ漁の権利が消滅しています。
石狩川の下流部にも、上川各郡アイヌの

共有漁場があったと記録されていますが、
開拓使の時期（～ 1882 年）のうちに喪失
してしまいます。詳細は不明ですが、権利
が和人に奪われたんだと思います。
また、ロシアとの間の樺

から
太
ふと
・千島交換条

約締結（1875 年）を機にサハリン南部か
ら対
ついしかり
雁（江別市）への集団移住を強いた

800 名あまりの樺太アイヌのために、開拓
使が石狩川に漁場を確保した例がありま

1868 王政復古（明治維新）
1869 日本政府が蝦夷地を北海道と呼び変

えて領土宣言。開拓使設置。場所請
負廃止、漁場持へ移行

1875 政府が雑税廃止・海面公有制・海面
借区制を布達。同年内に海面借区制
廃止

1876 漁場持制度廃止。開拓使がテス網、
夜漁を禁止。石狩川沿いに樺太アイ
ヌ共同漁場

1877 開拓使が石狩缶詰所開設。開拓使が
札幌偕楽園に孵化施設

1878 開拓使が曳網以外の漁具禁止、支川
禁漁。開拓使が別海缶詰所開設

1879 開拓使が千歳・勇払両郡のアイヌに
勧農計画（実施せず）。茂辺地川に
民営孵化場開設

1880 開拓使が遊楽部川にサケ種育場開設
1882 札幌県が豊平川・発寒川・琴似川を

サケ種川に指定
1883 札幌県が十勝川中上流を禁漁
1886 千歳繁殖場開設。政府が漁業組合準

則制定
1888 北海道庁が北海道水産物取締規則。

千歳中央孵化場創設
1892 大津川（現十勝川）でアイヌ集団が

サケ漁場取り戻し請願運動
1894 北海道庁が「鮭鱒ノ泝上スル河川湖

沼ノ漁業並鮭鱒ノ沖網漁業制限」
1897 北海道庁が「北海道鮭鱒保護規則」。

自給のためサケ漁を禁止
1899 北海道旧土人保護法制定
1901 漁業法制定
1903 北海道漁業取締規則
1905 ポーツマス条約締結
1907 北洋沿岸漁業再開
1910 漁業法改正
1914 カムチャツカ沖で母船式サケマス漁

業開始
1927 北海道鮭鱒孵化場の国費運営開始
1933 北海道庁警察部警官が平取町の貝沢

清太郎さんを「密漁」容疑で検挙

1939 石狩川牛別川（旭川）そばで製紙工
場操業、廃液垂れ流し

1945 太平洋戦争終結にともないアメリカ
が日本の北洋漁業を禁止

1951 GHQが人工増殖から自然繁殖保護
への転換を勧告

1952 国立北海道さけ・ますふ化場発足
1964 「遡上親魚の 4割が密漁されている」

と記録。北海道内水面漁業調整規則
制定

1974 定置漁業者に人工増殖賦課金制度
1976 ソ連が 200 カイリ宣言
1977 アメリカが 200 カイリ宣言
1981 定置漁業者に漁獲制限制度
1982 豊平川で第１回アシㇼチェㇷ゚ノミ
1984 ソ連が母川国主義。北海道ウタリ協

会総会で「アイヌ民族に関する法律
（案）」を採択。「希望者への漁業権
付与」条項を盛り込む

1986 北海道知事がウタリ協会などの儀式
に初めて特別採捕許可

1989 公海流し網禁止。母船式サケ・マス
漁業が操業停止

1993 北太平洋沖合さけ・ます漁業は公海
域での操業が完全に禁止

1997 二風谷ダム訴訟判決が原告アイヌに
先住民族としての文化享有権を認
定。北海道旧土人保護法廃止、アイ
ヌ文化振興法施行

2000 石狩川の旧花園頭首工に魚道設置
2005 北海道内水面漁業調整規則改正、特

別採捕資格に「伝統儀式」を追加
2007 先住民族の権利に関する国連宣言採

択
2009 国立さけ・ますセンターが石狩川本

流サケ天然産卵資源回復試験
2016 ロシア 200 海里内のサケマス流し

網漁業禁止
2019 アイヌ施策推進法施行。北海道警が

紋別アイヌ協会の畠山敏会長らを
「密漁」容疑で書類送検

2020 ラポロアイヌネイションがサケ捕
獲権確認請求訴訟

北海道の川サケをめぐる近現代のおもな動き
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す。1890 年代まで維持されましたが、石
狩町漁業組合に権利が譲渡され、1928 年
にはこの漁業権は消滅したもようです。
また多くはありませんが、アイヌ民族の
個人が、和人と同じ手続きを踏んで許可を
受けて川サケ漁を行なっているケースは当
時からありました。

川サケ漁完全禁止へ

平
びらとりちょう
取町二

に ぶ た に
風谷の萱

かや
野
の
茂
しげる
さんが、『アイヌ

の碑
いしぶみ
』（朝日新聞社、1980 年）に、お父さ

んのことを書いておられます。萱野さんの
お父さんは、ふだんから季節になると近く
の沙

さ
流
る
川
がわ
でサケを捕ってきて家族と食べて

いたのですが、ある日、家にやってきた警
官に、家族の目の前で、「密漁者」として
連行されてしまう。この時、お父さんが涙
を流した場面を、萱野さんは何度も語って
おられました（→ p14）。子どもだった萱
野さんの脳裡に深く刻まれた出来事だった
んだと思います。事件が起きたのは 1933
年ごろのことですが、萱野さんのお父さん
は、明治時代の 1878 年開拓使布達ではな
く、この布達を引き継いだ新しい法令に違
反している、として警官に連行されたので
す。
1888 年、北海道庁令として北海道水産
物取締規則が出ています。「サケマスの河
川捕獲は本流のみ、曳網による漁業のみ認
める。夜漁は禁止」（15 条）、「テス網禁止」

（16 条）と、開拓使布達を引き継いでい
ます。17 条には「自給のためのサケ漁は
出願しなくてよい」とあるので、自給用な
ら自由に捕れると思いきや、続けて「禁止
漁具を使ったり、自然繁殖やほかの漁業を
妨害したりしてはいけない」とあるのをみ
ると、自給用であれ、サケ捕獲をほぼ禁じ
ているのに等しい内容だと思います。この
取締規則は後に改正され、罰則規定が設け
られます。
ついで 1894 年、「鮭

けい
鱒
そん
ノ泝

そじょう
上スル河川

湖沼ノ漁業並鮭鱒ノ沖網漁業制限」（北海
道庁令第 71 号）が出ます。全道の河川や
湖を１等～３等に区分し、等級ごとに範囲
と期間を決めて、それぞれ河口部と河口周
辺の海でのサケマス漁を禁じる措置でし
た。これらの河川湖沼では新規のサケマス
漁業は当面許可しない、とも書かれていま
す。
さらに 1897 年、北海道庁令「北海道鮭

鱒保護規則」が出ます。条件を満たす者に
限りサケマス漁許可を出願できると定め
て、役所が指定した場所で漁をする者と
か、自然繁殖を保護する者とか、要件を挙
げて出願者を絞り込もうとしています。全
面禁漁とまではいかないまでも、範囲と時
期を決めて禁漁にしたうえ、川での地引き
網を規制したり夜漁を禁じたり、といった
措置をとっています。人工孵

ふ
化
か
とか天然産

卵場造成とかの施設を作ることは認めてい
て、「人工孵化に用いる親魚や産卵後の魚

を捕ることは手続きを踏めばできます」と
書いてあります。そのいっぽう、この規則
の第 10 条は「鮭鱒ハ自用トシテ捕獲シ又
ハ遊漁スルコトヲ得ズ」、つまりサケマス
を自給用やレジャーのために捕ることを禁
じる、と明言しています。「自給用のサケ
漁が禁止されたのはいつなんですか？」と
いう疑問に対して、これは非常に分かりや
すい規則です。大規模な網を使う産業用の
川サケ漁は、この時点ではまだ、許可数を
限りつつも行なわれているんですけれど、
自給のサケ漁はここで禁じられました。
1901 年に漁業法（旧法）が公布される

と、1903 年に改めて「北海道漁業取締規
則」が作られ、従来の「北海道鮭鱒保護規
則」はこのなかに取り込まれました。その
後も漁業法改正に合わせて北海道漁業取締
規則が出し直され、そのつど河川湖沼の等
級も再指定されています。萱野茂さんのお
父さんが「密漁だ」として連行された時、
警察官が根拠にしたのはこの時期の規則だ
と思われます。
1951 年の水産資源保護法制定に続い

て、直後の 1952 年に北海道漁業調整規則

が作られ、最初に見た 1964 年の北海道内
水面漁業調整規則にようやくたどり着きま
した。

歴史は川ごとに違っている

アイヌ民族の権利回復に焦点を絞ると、
1878 年にアイヌ民族が自給用のサケを捕
ることを開拓使が一方的に禁止したあたり
に、一番根本的な問題があったのではない
かと思います。現代においてアイヌの側か
ら「サケを捕るのになぜ知事の許可を得な
ければいけないのだ？」といった問いが出
てくるのは、このあたりが根源でしょう。
ただ、それぞれの河川で、サケ漁のたどっ
た歴史は相当な違いがあります。これから
権利回復を目指したり、これからどうする
かを議論するとき、「歴史は河川ごとに違っ
ている」と意識することが重要だと思いま
す。

もっと知りたいときは……
山田伸一『近代北海道とアイヌ民族　狩猟規制と土地問題』北海道大学出版会、2011
山田伸一「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」北海道開拓記念館研究紀要第 32号、2004
山田伸一「遊楽部川へのサケ種川法導入と地域住民」同第 36号、2008
山田伸一「札幌県による十勝川流域のサケ禁漁とアイヌ民族」同第 37号、2009

やまだ・しんいち
北海道博物館歴史研究グループ学芸主査（近現代）
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日本の沖合・遠洋サケ漁業の拡大と縮小

1907 年
日露戦争ポーツマス講和条約（1905 年）に基づき、日
露漁業協約調印。〈広大なカムチャッカ半島の東西両海
岸やオホーツク海沿岸において、日本人によるサケ・
マス漁業が公的に認められたわけで、この漁業を目指
す企業家が続出し、「北洋の宝庫」が急速にサーモン・
ラッシュを日本にもたらして、北洋漁業の新しい歴史
の一頁が開かれたのである。〉（岡本信男編『日魯漁業
経営史第一巻』日魯漁業株式会社、1971）

1920 年
日本の北洋漁業基地になっていたアムー
ル川河口の港町ニコラエフスクで、日本
陸海軍守備隊と抗日パルチザンが交戦。
軍民に死者多数、市街は廃墟に。

1945 年
〈日本を占領したアメリカ軍は、公海の
大部分における漁業活動を禁止した。
北緯 45 度以北への出漁は、いわゆる
マッカーサー・ラインによって許可さ
れなくなった。〉（佐藤重勝『サケ─つ
くる漁業への挑戦』岩波新書、1986）

1951 年
サンフランシスコ平和条約調印後、アメリカ・カナダ・
日本が「北太平洋の公海漁業に関する国際条約」締結。
日本は東経 175 度以西の海域でサケマス漁業を再開。

1993 年
「北太平洋における溯河性魚類の
系群の保存のための条約」発効。
北緯 33 度線以北の公海での商業
捕獲を禁止。

2016 年
入漁料を払ってロシア沿岸 200
カイリ内で操業していた日本の
サケマス流し網漁船撤退。

1976・77 年
ソ連とアメリカが相次ぎ200カイリ
漁業水域を設定。

1985 年
〈（昭和）60 年の日ソ漁業協力協定では、溯
河性魚類については「母川国」の第一義的利
益および責任を日本が認めることになった。
この年の割当は 3万 7600 トン、漁業協力費
42億 5000 万円であった。このようにして、
北洋で発生した〝サケはとる人のもの〟とい
う一連の歴史は、ひとつの節目を刻むことに
なった。〉（佐藤重勝、右掲書）

1932 年
母船式サケマス流し網漁法スタート。
〈日本の漁獲が世界一を占める最大の理由
は、遠くアリューシャン方面にまで出漁し、
北太平洋の沖合水域でソ連極東地域の河に
入るサケ・マスの他アラスカの河川に入る
サケ・マスをも漁獲しているためである〉
（田口喜三郎『太平洋産サケ・マス資源と
その漁業』恒星社厚生閣、1966）

1992 年
北太平洋公海小型サケ・マス漁船違法操業事
件摘発。〈この違法操業事件は、昨年５月に道
内から出漁した小型サケ・マス漁船 260 隻の
うち 19t 型船 22 隻が公海で操業していると
ころを米国の沿岸警備隊が空撮して発覚した。
……捜査の過程で、19t 型船 88 隻全船が公
海への越境操業をしていた疑惑が深まり、漁
獲量も小型サケ・マス全船で、日本とロシア
で決めた割当量の９倍にも上った─などの
違反が次々と明るみに出てきた。しかも、道
は違反を黙認、漁獲量を改ざんして水産庁に
報告していたことを最終的に認めざるを得な
かった。〉（北海道新聞社説「行政責任こそ裁
かれるべきだ」1993 年 1月 29 日）

東
経
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1075万尾 

752万尾 

844万尾

東部 中部 ⻄部

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

668万尾 

719万尾 

471万尾 

212万尾 

369万尾 

263万尾 

157万尾

北部 南部

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

470万尾 

403万尾 

227万尾 

73万尾 

148万尾 

120万尾 

103万尾

⻄部 東部

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

⽇⾼ 胆振
噴⽕湾 道南
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540万尾 
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241万尾 
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185万尾
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北海道沿岸サケ漁業
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北海道沿岸では毎年８月下旬
から 12 月初旬ごろにかけ
て、秋サケ定置網漁が行な
われています。シーズンに

なると、北海道島の周囲 3066km の海岸
線に沿って計 1100 カ統あまりの定置網が
セットされます。最近 20 年の漁獲量（全
道合計）をみると、2003 年に 5647 万尾
を記録してから減少に転じ、2020 年度は
1572 万尾（速報値）でした 1。漁獲量は地
域差が大きく、５つの海区別の捕獲数はグ
ラフ１～５のとおりです。
北海道の定置漁業の生産額は、90％を
サケが占めています。漁獲量と生産額の関
係は複雑で、不漁時には需要増から単価が
上昇して生産額を押し上げる場合もありま
すし、「豊漁貧乏」も起こります。1999 年
から 2018 年までの 20 年間では、秋サケ
定置網漁の全道の総生産額は 409 億円～
649 億円で推移しています 2（グラフ６）。
消費者の反応はどうでしょうか。東京都
中央卸売市場の集計では、産地の不漁を反
映して、サケの身もイクラも取扱量は減っ
ています。鮮魚としての「しろさけ」の単
価は、2000 年代は平均 550 円 /kg ほどで
したが、2010 年代は平均 994 円 /kg に上
昇。塩蔵品の「いくら」は、変動が激しい
ものの、2000 年代に平均およそ 3300 円 /
kg だったのが、2010 年代には平均およそ
4900 円 /kg に上昇しました 3（グラフ７）。

（平田剛士）
1 北海道漁業管理課「秋さけ旬報」各年度
2 北海道「北海道定置漁業の漁場等の有効活用の検討に係る懇談会」配布資料、2020
3 東京都中央卸売市場　市場統計情報（月報・年報）
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp

グラフ５
沿岸捕獲数（えりも以西海区）

グラフ４
沿岸捕獲数
（えりも以東海区）

グラフ７
東京都中央卸売市場
での単価の推移

グラフ２
沿岸捕獲数（オホーツク海区）

グラフ６
秋サケ定置の漁獲と生産額の推移（北海道）

グラフ３
沿岸捕獲数（根室海区）

グラフ１
沿岸捕獲数（日本海区）



人工増殖事業の川サケ捕獲

①網⾛川

②斜⾥川

③⽯狩川

④⼗勝川

⑤標津川

⑥静内川

⑦敷⽣川

⑧徳志別川

⑨頓別川

⑩⽌別川 5.5万尾
6.3万尾
6.�万尾
6.9万尾
7.�万尾
�.�万尾
13.5万尾

25.9万尾
29.1万尾

31.7万尾

事業河川
補完河川
それ以外

計画数 捕獲実績

6.2万尾 

5.2万尾 

7.6万尾 

11.7万尾 

9.5万尾 

1.4万尾 

1.2万尾 

4.3万尾 

3.1万尾 

1.4万尾
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北海道さけ・ます増殖事業協
会と全道９つの地域増殖協
会（増協）は、全道で選ん
だ計 110 の「サケの川」を

事業河川・補完河川と呼び、北海道の「さ
け・ます人工ふ化放流計画」と、道知事の
特別採捕許可にもとづいて、サケ親魚を捕
獲しています。2019 年度の捕獲数は雌雄
合わせて 233 万 6559 尾でした 1,2。捕獲数
には地域差があり、2019 年度は上位 10 河
川（グラフ）で全体の 61％を占めました。
各増協は川ごとに計画捕獲数を設定して
いますが、実際の捕獲数とは格差がありま
す。2019 年度は、計画の２～６倍のサケ
を捕った川が 20 本あった一方、計画数に
届かない川が 30 本ありました。北海道全
体では、計画（130 万 840 尾）の 1.8 倍の
川サケを捕獲した計算です。
計画より余分に捕ったサケを、各増協は
「不要親魚」と称して高価なイクラごと市
場に売却しています。2019 年度の売却代
金（採卵・採精後の魚体やカラフトマスの
分を含む）は９増協あわせて約９億 3500
万円でした。同年度の９増協の事業収入合
計のおよそ２割にあたる額です。
単年度収支が赤字の増協もあります。過
剰に捕ったサケの売却益を経費に充てる手
法は、増殖事業が国営だった 1980 年ごろ
に始まりましたが、「水産資源保護法が禁
じる川サケ商業捕獲ではないか」と疑問視
する声もあります。（平田剛士）

1 公益社団法人北海道さけ・ます増殖事業協会「第７事業年度事業報告書」2020
2 （一社）根室管内さけ・ます増殖事業協会／（一社）宗谷管内さけ・ます増殖事業協会／（一社）十勝釧路管内さけ・ます
増殖事業協会／（一社）胆振管内さけ・ます増殖事業協会／（一社）渡島管内さけ・ます増殖事業協会／（一社）日高管内
さけ・ます増殖事業協会／（一社）日本海さけ・ます増殖事業協会／（一社）北見管内さけ・ます増殖事業協会／（一社）
留萌管内さけ・ます増殖事業協会各「第７事業年度事業報告書」2020

グラフ
増協による川サケ捕獲数の上位 10河川（2019 年度）

⑩止別川
計画より 4.1 万尾超過

⑥静内川
計画より 6.4 万尾超過

②斜里川
計画より 23.9 万尾超過

⑧徳志別川
計画より 2.5 万尾超過

④十勝川（千代田・幕別）
計画より 1.7 万尾超過

⑨頓別川
計画より 3.2 万尾超過

⑤標津川
計画より 1.5 万尾不足

①網走川
計画より 25.5 万尾超過

⑦敷生川
計画より 5.8 万尾超過

③石狩川（千歳川）
計画より 18.3 万尾超過
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われわれがサケと呼んでいる
ものは、二つに分けること
ができます。一つは「放流魚」
です。川に遡

そ
上
じょう
した親サケ

を人が捕獲して人工授精させ、一定期間飼
育した後、放流した稚

ち
魚
ぎょ
に由来するサケの

ことです。一方、人の手を借りずに、サケ
自身が本来の姿で自然産卵し、自然の砂利
の中で育った卵から生まれたサケ、それが
「野生魚」です。
現在の日本のサケ資源管理は、再生産は
すべて人工孵

ふ
化
か
放流でまかなうことになっ

ていて、サケたち自身の自然繁殖（自然再
生産）は考慮されていません。沿岸に来遊
したサケの８割～９割は沿岸の定置網に
よって漁獲され、定置網を逃れた残りの１
割ほどが川にたどり着きますが、河口近く
の捕獲場で１匹残らず捕獲してしまおうと
いうシステムです。川で捕った親

しん
魚
ぎょ
、ある

いは親魚から絞った卵を孵化場までトラッ

北海道の野生サケと人工孵化放流
カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会での森田健太郎さんの講演録から

クで輸送し、孵化させて、１ｇ以上という
自然界ではあまり見られない大きな稚魚に
育ててから、川に放流しています。北海道
を含む日本は、多くの河川で長年にわたっ
てこのようなシステムを続けてきたので、
「もはや自然産卵で生まれる野生サケは存
在しないのではないか」とすら考えられて
きました。しかし、大雨が降って川が増水
すればサケはウライ（図）を越えて上りま
すし、ウライ設置前後の夏や冬なら上流の
産卵場にたどり着くことができます。
石狩川水系千歳川では、孵化場から放

流する稚魚（毎年 3000 万尾）の全個体に
「耳

じ
石
せき
温度標識」 がつけられています。そ

こで、親魚になって千歳川に帰ってきた個
体を調べると、標識つきなら放流魚、標識
なしなら野生魚と見分けがつきます。数を
比べてみると、大部分が放流魚ですが、野
生魚も毎シーズン確実に存在していました
（グラフ１）2。とりわけ 2008 年は例年に

比べて放流魚が減少し、比較的健在だった
野生魚が３割を占めました。つまり、この
年、千歳孵化場で生産された人工孵化稚魚
の３割は「野生魚を親に持つ放流魚」だっ
たわけですが、彼らが中心となって回帰し
てくる４年後、2012 年は 40 万尾を超える
豊漁でした。同年の野生魚の割合は２％と
わずかでしたが、「この年の豊漁には野生
魚も大きく貢献していた」と言えると思い
ます。
近年は、生物多様性保全の観点からも野

生サケに対する意識が高まっています。日
本政府の「生物多様性国家戦略」（2012 年）
は、〈天然魚との共存可能な人工
種苗放流技術の高度化を図り、河
川及びその周辺の生態系にも配慮
したさけ・ます増殖事業を推進し
ます〉と述べていますし、「生物
多様性さっぽろビジョン」（札幌市、2013
年）にも〈将来的には自然産卵によってサ
ケの回帰が維持されることが理想〉と書い
てあります。「豊平川で野生サケを増やそ
う」と目標を掲げて札幌ワイルドサーモン
プロジェクトが誕生（2014 年）したのも、
社会変化を表していると思います。
この流れは国際社会で顕著です。「持続

可能な漁業」で得た水産物を専門機関が審
査して、認証されると商品に「海のエコラ
ベル」を張ることができる仕組みの「MSC
認証」が広がっています（→ p44）。実は
北海道の秋サケ漁業も何度かトライしたの

ですが、取得には至っていません。「野生
魚を保全管理していないから」というのが
落第の理由でした。

野生魚のポテンシャルを試算する

上の表は野生魚と放流魚の「再生産効
率」の試算値 2 です。確かに野生魚は分

ぶ
が

悪い。それでも雌
めす
サケ１尾が無事に自然産

卵したら、４年後には９尾以上が漁業の対
象になります。これは小さな数字ではあり
ません。
現在の道内孵化場での雌親魚の使用率
は平均 35％程度です。余った分は不要
親魚と称して売却されているわけですが
（→ p37）、もしこの親魚をリリースして
自然産卵を促したらどうなるでしょう？　
孵化放流に必要とされる親魚数、いわゆ
る「計画数」は全道合わせて約 130 万尾

野生魚
wild fish

自然産卵で生まれた個体。両親が野生魚か放
流魚かは問わない（見分けられない）。

放流魚
hatchery fish

孵化場から野外に放流された個体。人工授精
に用いた親魚が野生魚か放流魚かは不明。

養殖魚
farmed fish 

出荷されるまでずっと養殖場で飼育されてい
る個体。数世代にわたり飼育されているもの
は継代飼育魚という。

天然魚
native fish

過去に人為的な放流の影響をほとんど受けて
おらず、遺伝的な固有性を有している個体。

用語の説明　※これらの用語には別の定義もあります。 図　ウライ（のぼりヤナ）。撮影・森田健太郎氏。

グラフ１
千歳川で捕獲したサケ親魚に占める野生魚の割合。

放流魚 野生魚
卵から稚魚までの生存率 80～ 90％ 10 ～ 20％
雌１尾あたりの稚魚生産数 2400 ～ 2700 尾 300 ～ 600 尾
雌１尾から生産される親魚数
（回帰率を３％と仮定） 72～ 81 尾 ９～ 18尾
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です。これより多く、たとえば 300 万尾
捕れた年は、差し引き 170 万尾が「不要」
ですが、もしそれを川に戻して自然産卵で
きるようにしたら、最大約５億尾の稚魚が
川で生まれる計算です。つまり、いま〝不
要〟と呼んでいる親魚には、現在の放流数
（毎年 10 億尾）を 1.5 倍に引き揚げる潜
在的ポテンシャルがあり、漁業資源を増加
させる効果を期待できる、ということで
す。今後は産卵環境の再生に加えて、「稚
魚だけでなく親も放そうサケマス増殖事
業」を新しい標語にしたら、と私は思って
います。
野生魚の存在意義は、それだけにとどま

りません。自然界には自然の摂理、たとえ
ば「競争」があります。多くの動物では雄

おす

の方が雌よりも大きい動物が多く、これは
雌をめぐる雄同士の競争が関係していると
考えられています。川で捕らえたサケの体
サイズを比べてみると、放流魚も野生魚も
雌より雄が大きい傾向にはあるのですが、
私が調査した河川では、その差がより顕

けん
著
ちょ

だったのは野生魚のほうでした（グラフ
２）。自然産卵には競争が働くのに対し、
孵化場での人工授精にはそれがありませ
ん。人工孵化には「無

む
作
さく
為
い
という作為」が

働いていると考えられます。
われわれ人間は、サケ本来の生き様

ざま
の

DNAを絶やしてはならないと思います。
北米では、サケ本来の生き様のDNAを守
るため、放流魚と野生魚のDNAを融

ゆう
和
わ
さ

せた資源管理方策が進んでいます。この方
策では、自然産卵から孵化場への遺伝子の
流れの割合を最大化させ、逆に、孵化場か
ら自然産卵への遺伝子の流れを最小化する
ことが目標です。野生魚／放流魚間の遺伝

子流動をコントロールし、遺伝的には野生
魚に近い状態で放流魚生産も維持する、と
いうコンセプトです。北海道のサケ増殖も
これに近い形に移行すべきではないか、と
私は思います。

増殖計画から消えた「天然孵化」

ところでサケ増殖の歴史を振り返ってみ
ると、実は日本もかつては野生魚を併用し
て孵化事業計画を立てていました。たとえ
ば 1938 年ごろの計画 3 では、「人工孵化で
3 億 1500 万尾、天然孵化で１億 6500 万
尾の稚魚を生産する」となっています。興

グラフ２　体サイズと繁殖成功度の関係。

産卵環境復元作業にあたる
SWSPメンバーたち。
2018 年 10 月 5日撮影。豊平川の野生サケを増やす

カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会での有賀望さんの発表から
札幌市豊平川さけ科学館は、 秋に月２回ずつ

豊平川の約 10km区間を歩いて、サケの「産
さん
卵
らん

床
しょう
」をモニターしています。サケの雌は、川底

の砂利を掘って卵を産み、また埋め戻します。
それを産卵床と呼び、水上からも見分けて数え
ることができるのです。
豊平川のサケたちは９月下旬ごろから１月上

旬ごろにかけて順番に上ってきて産卵します。
遡上数は比較的安定していて、雄雌合わせて毎
年 1000 ～ 2000 尾ほどです。産卵床は下流域
に多く、50 ～ 70％の親ザケが、ＪＲ鉄道橋あ
たりからさっぽろテレビ塔やすすきのに近いあ
たりで産卵しています。
さけ科学館は 84 年の開館時から、カムバッ

クサーモン運動（1978 年～）の活動を引き継
ぐ形で、自前の施設で孵化放流事業を行なって
います。つまり現在、豊平川には野生魚と放流
魚、生まれ育ちの違う両方のサケがいます。
1985 年以降、自然産卵由来の野生魚が豊平
川で命をつないでいましたが、どれくらいの割
合で野生魚が含まれているのか不明でした。そ
こでまず実態を調べることにしました。2004
年から８年がかりの標識調査の結果、「豊平川
に戻ってくる親ザケの７割は野生魚」という
事実が判明しました。1950 年代、河川汚

お
濁
だく
に

ともないサケが姿を消してしまった豊平川です
が、水質改善と移植放流の結果、自然産卵で世
代交代するサケたちが再び中核を占めるように

なったのです。
2014 年、科学館を事務局に立ち上げた「札

幌ワイルドサーモンプロジェクト（SWSP）」
の一番の目標は、「豊平川の野生サケを増やす」
です。かといって、いきなり放流ゼロに切り替
えるのはリスクもあるので、回帰数を見ながら
放流数を変える「放流数の順応管理」を採用し
ています。ひとまず放流数を従来の半分以下
（約８万尾）に減らし、もし親ザケの回帰数が
1000 尾を下回る年が続いたら 20 万尾に戻す、
というやり方を 2016 年から試しています。
また河川管理者（国交省）や工事業者と協働

で、産卵環境改善工事に着手しています。かつ
ては流れがあって産卵が見られたのに、土砂で

埋まってしまった分流を復元したり、固まって
しまった川底を重機で耕したりする工事です
が、工事後間もなくサケたちが産卵するように
なっています。
大勢のアイヌの人たちが毎年集まってアシㇼ

チェㇷ゚ノミを開催し、大都市であるにもかかわ
らず野生サケが世代交代している、こんな札
幌・豊平川ならではの「サケ文化」を、いっそ
う高めることができたらと願っています。

（あるが・のぞみ　SWSP共同代表、
札幌市豊平川さけ科学館学芸員）
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味深いのは、この計画では卵数に対する稚
魚放流率を 90％、卵数に対する稚魚孵化
率を 20％と見積もっていて、最近の研究
で推定された値とまったく同一だったこと
です。「稚魚数に対する漁獲率１％」は、
現在は回帰率と呼ばれていますが、当時は
低めに想定されていたようです。
太平洋戦争（1941-45 年）を挟んで
1958 年度のさけます増殖事業計画でも、
「人工孵化と天然繁殖を併用する」「河川
は性状によってＡ＝人工孵化河川、B＝天
然孵化河川、Ｃ＝併用河川に区分する」と
記されています。人工孵化のために 47 万
5400 尾のサケを捕獲し、４万 9600 尾が密
漁等被害数、天然繁殖見込みは２万 4950
尾、と概算されていました。
水産庁北海道さけます孵化場が年度毎に
策定する「さけます増殖事業計画書」を過
去にさかのぼって調べたところ、1977 年
度までは〈さけ・ます資源は従来から積極
的な人工孵化と天然繁殖の保護助長対策と

の併用によってその維持を図っている〉と
記されていました。「天然繁殖の保護助長」
対策として〈河川工事、砂利採取および電
源開発等により、天然産卵床が近年荒

こう
廃
はい
傾

向にあるので、これを防止するため、北海
道開発局、北海道および現地土木関係者等
関係機関と密接な連絡をとり、適

てき
宜
ぎ
関係庁

とも折衝して産卵床の保護につとめる〉と
具体的に書いてあり、現在の SWSP の取
り組みと同じでは？　と思うほどです。
ところが翌 78 年以降は計画書から「天

然繁殖の保護助長」が消え、「放流数の増
大」が基本方針となって現在に至っていま
す。1970 ～ 80 年代は治水・利水などの公
共事業の最盛期で、サケの産卵環境も悪化
した時代です。そんな環境下でも資源を作
れてしまう人工的な「放流」が、なんだか
「河川開発の免

めん
罪
ざい
符
ふ
」になってきたかのよ

うにも思えます（グラフ３）。

野生サケを脅かすもの

欧米では、野生のサケ類を減少させる人
為的要因として、大きく４つが挙げられて
います（次ページ）。頭文字を取って「４
つのＨ」と呼ばれたりしています。
１～３は、直観的に理解しやすいと思い

ます。でも４つめのＨ＝孵化放流は、そも
そも魚を増やそうという「善意」で行なわ
れてきた行為ですから、それが減少要因に
挙げられていることに違和感を覚える人も

多いことでしょう。
しかし懸念は大きいのです。まず、孵化

放流によってサケが人工環境に適応してし
まい、家畜化ならぬ「家

か
魚
ぎょ
化」が遺伝子レ

ベルで生じていると考えられること。ま
た、大量放流される放流魚と在来野生魚と
の間で深刻な競合が起きています。人工孵
化一辺倒の増殖事業が川で大半の親魚を捕
獲していることが、サケたちから自然繁殖
の機会を奪い、野生魚減少に直結してしま
す。
過去半世紀ほどをふりかえりながら北海
道のサケの現状を診断すると、河川水質は
かなり改善されてきました。ダムの問題
も、一部でスリット化や魚道設置が進むな
ど改善傾向にあると思います。いっぽう漁
業や増殖名目の捕獲圧はあまり変化がみら
れません。

野生サケを尊重しながら利用する

最後に、アイヌ民族のサケ漁について議
論するために、いくつか論題を挙げてみま
す。
ここまで提案してきたような、自然産卵

する野生サケを尊重しながらサケ資源を利
用する、という新しい方法は、サケをカム
イチェㇷ゚と呼んで尊重するアイヌ民族の精
神や文化にも合致するのではないか、と個
人的に考えているのですが、アイヌのみな
さんにご意見をうかがいたいところです。
また今後、アイヌの方々によるサケ捕獲
が進むのなら、やはり資源管理が必要に
なってくると思います。資源管理というと
大層に聞こえますが、案外簡単に実現でき
るかもしれません。たとえば、川でサケを
捕る場合、あらかじめ毎シーズンの捕り残
し数＝自然産卵する親魚の数を決め、それ
以上は捕らない、というルールにするので
す。目標となる産卵密度─河床１ｍ２あ
たり１ペアなど─を定めて、繁殖地を見
回りながらそれを維持しながら漁をするの
です。
これが実現できたら、それは「持続可能
な資源管理」そのものです。和人のサケ漁
が取得できなかったエコラベル（MSC認
証など）を取得すれば、環境保全への配慮
をアピールできるし、獲ったサケを加工・
販売などする場合、商品の付加価値になる
かもしれません。

グラフ３　サケ増殖の歴史

野生サケを減少させる４つのH

１ 生息地の破壊・汚染 Habitat
２ 漁獲圧力 Harvest
３ ダムによる影響 Hydropower
４ 孵化放流 Hatchery

1 森田健太郎、大熊一正「サケ：孵化事業の陰で生き長らえてきた野生魚の存在とその保全」『魚類学雑誌』62 巻 2 号、2015
2 森田健太郎「サケを食べながら守り続けるために」『日本水産学会誌』86 巻 3 号、2020
3 半田芳男「北海道に於ける鮭鱒孵化事業」『陸水学雑誌』8 巻 3-4 号、1938

もりた・けんたろう
SWSP 共同代表、北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター森林圏ステーション准教授
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国際認証制度の可能性
カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会での西原智昭さんの発表から

認証制度をひとことで説明すると、環境・経
済・社会配慮型の資源開発、およびその製品・
商品にお墨付きを与える仕組み、となります。
経済活動ではあるけれど利益優先ではなく、自
然環境や人間社会にちゃんと配慮し、自然・経
済・人間社会の３つのバランスを取りましょう
─というのが根源の価値観です。
このうち「社会配慮」で最も重視されるのが

社会的弱者に対する配慮です。先住民族への配
慮をはっきりうたっている認証制度もありま
す。開発現場から流通経路を経て最終商品にい
たるまでの透明性、トレーサビリティ（問題が
起きたときに遡

そ
及
きゅう
して原因を特定できること）

が確保されているかどうかも重要です。認証取
得ずみの開発業者やメーカーに対し、その後も
基準を満たし続けているかどうか、第三者機関
が定期的に審査して、もし基準に達していなけ
れば認証を剥奪する、そういう厳しい制度に
なっているものが信頼できると思います。
FSC（Forest stewardship council）は森林に

関する国際認証制度です。またMSC（Marine 
stewardship council）は、水産業者に対して
認証審査を行ない、合格すると、鮮魚や加工品
など最終製品にこの「海のエコラベル」を張る
ことができます。
FSC とMSCには、共通の三大原則がありま

す。「持続性の担保」「生態系への影響の最小
化」、そして労働者・地域住民といった「周辺
社会への配慮」です。特に FSC 認証では、も
ともとその森に依存してきた人たち＝先住民へ

の配慮が認証条件として明記されています。
MSCのほうは、「持続可能な漁業管理、食糧供
給を漁業に依存し、あるいは漁業で生計を立て
ている人々の権利を守るための明確な法や慣習
を尊重、論争解決のための適切なメカニズム」
を準備しているかどうかを認証条件に掲げてい
て、先住民族に対する配慮は、この中に含まれ
てくると考えられます。
たとえば紋別アイヌ協会の畠山敏会長は漁業
者ですが、まずそうしたアイヌ・コミュニティ
自身によるMSC認証取得が考えられます。ま
た和人漁業者がMSC 認証を取得した場合で
も、その漁業区内や周辺に住んでいる先住民族
アイヌとの協議によって、何らかの形でアイヌ
のサケ漁業権を確保できるかもしれません。
MSC認証は社会配慮を義務づけているので、
日本の法令の許す範囲内で、アイヌに対する「配
慮」はありえます。
認証制度は、完璧ではないにせよ、国策から
離れて、民間レベルで問題解決の可能性を探れ
るんじゃないかと思います。先住民族のサケ漁
業権確保につながる可能性はあると思います。

（にしはら・ともあき　星槎大学特任教授）

サケって
こんなお魚
北太平洋から北極海にか

けての広いエリアに分布し
ています。一生のほとんど
を海で過ごしますが、親

しん
魚
ぎょ

は子孫を残すために必ず川
を遡ってきます。アジア側
では朝鮮半島東部からロシ
ア・シベリアのレナ川ま
で、北米大陸側では米国カリフォルニア州サク
ラメント川からカナダ・ノースウエスト準州
マッケンジー川までの間の川で遡

そ
上
じょう
がみられま

す。日本列島はサケの生息南限に位置し、太平
洋側は本州島の利

と
根
ね
川以北、日本海側で山口県

以北の川に恒常的に上ってきます。数が多いの
は本州島東北地方と北海道島です。
自分が生まれたのと同じ川に帰って繁殖行動

をとる「母
ぼ
川
せん
回帰性」があります。遡上時期や

成熟年齢などに、繁殖地ごとによそとの違いが
認められ、河川はもちろん、同じ河川であって
も、繁殖地や遡上時期ごとに異なる個体群を形
成しています。
日本系サケは、秋から冬にかけて川を遡上

し、雌親魚は通水性の高い砂
さ
礫
れき
の河

か
床
しょう
を選んで

産
さん
卵
らん
床
しょう
をこしらえ、一腹 2000 ～ 3500 粒を数

カ所に分けて産卵します。孵
ふ
化
か
した子どもは、

しばらく川で流下昆虫などを食べて過ごした
後、春までに降海します。
一方、親魚が孵化場に運ばれ人工受精で生ま

れた子どもは、人工配合飼料で体長５cm前後
まで育てられてから川に放流されます。
いずれも７月末ごろには沿岸を離れ、オホー

ツク海に移動します。冬が近づくと西部北太平
洋へと南下して春を待ち、初夏までにアリュー
シャン列島から中部ベーリング海にかけての海

かい

盆
ぼん
付近に分散します。二度目の冬はアラスカ湾

で越し、その後は夏の索
さく
餌
じ
海域（ベーリング海）

と越冬海域（アラスカ湾）を行き来しながら育
ちます。
最大級のサケは尾

び
叉
さ
長
ちょう
１m、体重 11kg を越

えます。日本系サケでもっとも多いのは４年魚
（海洋年齢３年）で回帰するタイプですが、北
海道のオホーツク沿岸で９年魚が漁獲されたこ
ともあります。
サケは一生に１度だけ産卵する繁殖様式をと

り、川で繁殖活動を終えたサケはすべて死にま
す。

（平田剛士）

「海のエコラベル」のついた商品（筋子）。

撮影・森田健太郎氏

水産庁／水産研究・教育機構「令和元年度　国際漁業資源の現況　62 サケ（シロザケ）日本系（Chum Salmon, Oncorhynchus keta）」（2020）、
水島敏博・鳥澤雅監修、上田吉幸・前田圭司・嶋田宏・鷹見達也編『漁業生物図鑑 新 北のさかなたち』（北海道新聞社、2003）を参照しました。
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北アメリカの先住民族と漁業権
カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会での広瀬健一郎さんの講演録から

カナダの先住民族の権利の
法的根拠は何か。前提と
して踏まえておきたいの
は、1982 年 カ ナ ダ 憲 法

（Constitution Act, 1982）の 次の条文です。

1982 年カナダ憲法　第 35条
1. カナダの先住民族の現に有する先住民
権及び条約上の権利は、ここに承認さ
れ確定される。

2. この法律において、「カナダの先住民
族」とは、カナダのインディアン、イ
ヌイット及びメティスをいう。

3. 第１項における「条約上の権利」には、
土地請求紛争の和解により現に存在す
る権利又は土地請求紛争の和解により
獲得される権利が明らかに含まれる。 

（以下略）
「条約」とあるのは、先住民族の立ち退
きとそれに対する補償について、英国君主
などと各地の先住民族の首長らとの間で
締結された条約を指します。1701 年から
1923 年の間に 70 もの条約が締結され、歴
史的条約と呼ばれています。近年、土地権
をめぐって、連邦政府および州政府と先住
民族自治体の間で締結される協定も条約と
みなされ、現代条約と呼ばれています。

サケをめぐる先住権裁判

もうひとつ大事なのが「カルダー事件判
決」です。ニスガ民族のカルダー氏が、ニ
スガ民族議会とともに、ブリティッシュ・
コロンビア（BC）州を相手に闘った行政
訴訟で、最高裁判所が 1973 年に下した判
決のことです。

BC州におけるインディアンの……土地権
原の根源は、入植者が到来した時、インディ
アンがそこに存在し、インディアンの祖先
が数世紀にわたって行なっていたように、
社会の中で組織化され、土地を占有してい
たという事実にある。……
Calder v. Attorny General of B.C . 
[1973] R.S.C.313

当時は、1982 年カナダ憲法の制定前で
す。先住民族の権利は法律上は保障されて
いませんでしたが、カルダー判決以降、国
や州と条約を結んでいない先住民族には土
地権が存在する可能性があると考えられる
ようになり、先住民族の側にも、国や州の
行政側にも、先住民族の土地権をめぐる議
論が広がっていきました。
次ページに掲げたのは、カナダの先住民

カナダの先住民族の
漁業権をめぐる主な事件と判例

アダムス事件　1982 訴訟　1996 判決
モホーク民族のアダムス氏が、免許なく
パーチ（スズキ目の魚類）を捕獲し、ケ
ベック州漁業規則違反で逮捕された。国
はモホーク民族に特別許可証を発行して
いたが、同氏は申請せず、許可地区から
15km離れたセント・フランシス湖で漁
をした。セント・フランシス湖はモホー
ク民族が占有してきた土地ではないこと
から、国は「同地にはモホーク民族の先
住民権は存在しない」と主張した。カナ
ダ最高裁は、土地権のない場所であって
も、過去に同湖で生活のために漁労をし
ていた事実があることをもって漁業権が
存在すると認定し、被告無罪。
R. v. Adams ［1996］ 3 S.C.R.101

スパロー事件　1984 訴訟　1990 判決
ムスキアム民族のスパロー氏は「インディ
アン食糧用漁労免許」が定める規格より
大きな網で漁労し、逮捕された。同氏は
容疑を認めるも、同規制は 1982 年カナ
ダ憲法第 35 条違反で無効だと主張した。
一審有罪、二審無罪、カナダ最高裁無罪
判決。規制の違憲性については証拠不十
分で差し戻し。
R. v. Sparrow ［1990］1 S.C.R.1075

コーテ事件　1984 訴訟　1996 判決
アルゴンキン民族のコーテ氏は、同胞の
青年たちに伝統漁法を教えようと、ケベッ
ク州公設狩猟・採集・漁労区に自動車通
行料を支払うことなく入場し、サケを捕
獲して逮捕された。同氏らは 1982 年憲
法第 35条が保障する先住民権および条約
権（1763 年のスワガッチ条約）を根拠に
「漁業法や通行料制度は無効」と主張。カ
ナダ最高裁は土地権は認めなかったが漁
業権は認め、漁業法違反については無罪、 
通行料未払いについて有罪判決。
R. v. Côté ［1996］ 3 S.C.R. 139

ピート事件　1987 訴訟　1996 判決
ストロー民族のピート氏は、「イン
ディアン食糧用漁労免許」のもとで
捕獲したサケ 10尾を販売したかどで
逮捕された。一審は、ストロー民族
はマーケット制度をもたず先住民権
にサケの販売は含まれないとして被
告有罪。二審は、サケの販売は先住
民権に含まれるとして無罪。三審有
罪。カナダ最高裁は、サケの販売は
ストロー文化にとって不可欠な要素
であるとは言えないとして有罪判決。
R. v. Van der Peet ［1996］
２S.C.R.S.C.R.507

グラッドストーン事件　1988 訴訟　1996 判決
ヘイルツック民族のグラッドストーン氏が、太平
洋ニシン漁規則の定める免許なくカズノコを販売
しようとしたとして、漁業法違反にて逮捕される。
グラッドストーン氏は、この規則は 1982 年憲法
第 35 条を侵害するものだと主張した。カナダ最
高裁は、カズノコの販売はヘイルツック民族の伝
統文化に不可欠なものであると認定し、無罪。
R. v. Gladstone［1996］2 S.C.R.723.
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族の漁業権をめぐる主な事件と判例です。
カナダの先住民族は、これらの事件を通じ
て先住権の中身を明らかにしてきた面があ
ります。これは紋別アイヌ協会・畠山敏会
長の「（日本の法律に従わずにサケを捕っ
て）あえて逮捕されることで先住民族の権
利の保障をめざす」という言葉と通じるも
のです。

先住民族の漁業権とは何か？

カナダでは、こうして先住民族の権利が
明確になるにつれ、先住民族の漁業権も次
第に具体化してきました。スパロー事件判
決で、最高裁判所は、先住民族の権利の対
象を食糧の確保に限定せず、社会活動や儀
礼活動に必要な魚の捕獲も含むべきだ、と
判断しました。判決文には「漁業権は伝統
的な財産権ではない。先住民族の漁業権は
集団的権利であるとともに、文化と民族の
存在を維持する権利である」「初期のムス
キアム社会におけるバーター交易の実践
は、商業目的の漁業に対する権利として、
復興され得る」ともあります。
1982 年カナダ憲法第 35 条１項にある
「現に有する」の語について、同判決は
「世代を超えた発展を認めるべく、柔軟に
解釈されなければならない」として、先住
民族だからといって古来の伝統漁法にこだ
わる必要はない、という考え方を示して
います。また「このような権利が原始的

な単純さや活力におけるものというより
も、現代的な形態において承認されている
ものであることを示唆している」という憲
法解釈を示しました。2004 年、ハイダ・
ネイションと BC州が争った裁判の最高裁
判決（Haida Nation v. British Columbia, 
[2004] 3 S.C.R. 511, 2004 SCC 73）では、
先住民族が権利を「現に有する」ことが法
的に確認されていない段階であっても、「国
は先住民族と交渉する義務がある」との決
定が出されました。

国と先住民族自治体の新たな関係

こうして先住民族の権利としての漁業権
が次第に承認されてくると、今度はどう
やってそれを保障していくかが問題になり
ます。
カナダにおける対応のひとつは法律の制

定や改正です。たとえば「先住民族共同漁
労ライセンス規則」は、国と先住民族自治
体が共同で漁業ライセンスを発行する、と
いう仕組みを定めたものです。また BC州
は、「内水面リクリエーション漁労ライセ
ンス」という制度を設けて、BC州民でイ
ンディアン法で定義されるインディアンで
あれば、だれでも州内の内水面で免許なし
に釣りができるという仕組みをつくってい
ます。
もうひとつは、先住民族自治体と州・国

との間で協定（条約）を結ぶやり方です。

当該の先住民族自治体にはこういう権利が
あります、ということを具体的に細かく詰
めていくわけです。ただ、合意に至るのは
なかなか大変で、カナダの先住民族自治体
は 560 ほどあるかと思いますが、その中
でこの協定の「最終合意」に至っているの
は、現時点でほんのごくわずかです。
たとえば、ニスガ条約の場合、1991 年

に「大筋合意」に達した後、第２段階の「原
則合意」を経て、第３段階の「最終合意」
が結ばれたのは 1998 年でした。その「最
終合意」を実行するための法律を州政府・
連邦政府が制定したのは、それぞれ 1999
年と 2000 年です。
協定の中には、「最終合意」にいたって

法律が制定されてもなお、実際には施行さ
れていないものもあり、必ずしもうまく
いっているものばかりとは言えません。し
かし、先住民族自治体と州・連邦政府が協

議をして合意したことを実行していくとい
う枠組みは評価できると思います。
ニスガ条約では、漁業に関して、ニスガ
漁業管理プログラムが策定されています。
先住民族がサケを自由に捕れるようにする
というだけでなく、サケを含むさまざまな
魚類の保全管理に関するプログラムが組み
込まれています。魚類の保全管理体制を維
持するために、ニスガ・ネイションの中に
専門家を育てる教育的なプログラムまで含
まれているのが、興味深いと思います。
カナダの事例をみてくると、先住民族の
文化の核は、自分たちで捕獲したサケに
よって営まれる生活そのものだと思えま
す。自家賄

まかな
いにとどまらず、「商業利用ま

で含んで初めて文化の継承が可能になる」
と、カナダの多くの文献が語っています。 

FAQ　カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会のディスカッションから

小坂洋
よう
右
すけ
（新聞記者）

カナダ先住民の漁業権裁判は、有罪になっ
たり無罪になったり、判断が非常に揺れて
います。判決が蓄積されてこの分野の研究
が進んだ面はあるでしょうか？

広瀬健一郎
個々の具体的な事件の裁判を通して、それ
が次第に明確になり、法令に反映されたり
してきたと思います。単に裁判官だけが考
えたというより、法学者や人類学者をはじ

ひろせ・けんいちろう
鹿児島純心女子大学人間教育学部准教授
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め多くの専門家が裁判に関わって議論を深
めてきています。カナダ最高裁の判決文に
は学術論文からの引用文がたくさん見られ
ますし、具体的な事件の裁判を通して法的
議論が進んだと思います。

守谷賢輔（福岡大学法学部准教授）
1982 年憲法ができた時、「先住民の権利」
の内容は明確にされていませんでした。先
住民の側は何より「自治権」を要求してお
り、憲法改正でそれを明記するよう主張し
てきましたが、ミーチレイク合意（1987 年）
という憲法修正案は実現しませんでした。
そうした中、自治権を含む先住民の権利の
具体的内容は訴訟の場に委ねられるように
なります。例えば、漁業権について言うと、
法律で定められた規制に反し、あるいは免
許を持たずに行なったことで起訴された事
案で、先住民の漁業権は政府が認めようと
認めまいが、先住民がもともと持っている
権利であるから政府が作った漁業規則など
の規制に服さない、という主張が展開され、
裁判所がそれに対する判断を示してきまし
た。この点は、紋別アイヌ協会の藻

も
鼈
べつ
川事

件と類似しています。カナダ最高裁は、憲
法で保障される先住民の権利とは何か、そ
の権利はどのような場合に政府の制約に服
するのかを明確化してきました。1990 年
代には先住民の権利や先住民の条約上の権
利（treaty right）に関する重要な判断が
示されていきます。そして2000年代には、

先住民が伝統的に自らの領土であると主張
してきているが、いまだ土地権（aboriginal 
title）が立証されていない土地で、政府が
企業の開発行為の免許を発給することをめ
ぐって訴訟が展開されています。ハイダ・
ネイション事件で最高裁は、先住民の土地
権が立証されていなくても政府には先住民
と協議する法的義務がある、という判断を
下しました。紛争が裁判に持ち込まれる前
に、政府は先住民と交渉して解決を図るべ
き、という方向性が示されました。

向井 徹（放送記者）
そもそも 1982 年カナダ憲法が「先住民の
権利保障」まで踏み込んだ理由は何です
か？

守谷賢輔
政府が 1969 年に「インディアン白書」で、
先住民に対する特別な政策を終了すること
を提案し、先住民がこれに強く反対しまし
た。そして 1973 年にカルダー事件で最高
裁が土地権の存在を認めたことを契機に、
政府は先住民政策のあり方に変更を迫られ
ます。これまで収奪してきた土地の返還や
補償の問題が生じる可能性が出てくること
になるためです。

アメリカ先住民の権利保障

小泉雅弘（さっぽろ自由学校「遊」）
アメリカ先住民のサケ漁について教えて下
さい。

藤野知
とも
明
あき
（ドキュメンタリー作家）

2017 年５月から６月にかけて、浦幌アイ
ヌ協会（現ラポロアイヌネイション）の差
間正樹さんたちと一緒に、アメリカ北西部
のワシントン州を訪ねて、地元でサ

サーモンピープル
ケの民

と呼ばれている先住民の人たちとお会いし
ました。最初に訪問したのはマカ・トライ
ブの町です。この地方の沿岸では、20 の
「条約トライブ」の人たちが漁業委員会を
構成しています。委員会は、ただサケを捕
るだけではなく、資源がどれほどあるか、
研究者を雇用して調査し、資源を残してい
くための研究も行なっています。続いてロ
ウワー・エルワ・クララム・トライブを訪
問しました。2014 年、地元のエルワ川で
古いダムを爆破撤去する活動を成功させた
トライブです。約 100 年前に造られた発

電ダムですが、そのせいで相当の数のサケ
が上流に遡上できなくなっていました。電
力供給を止めてでもダムを撤去しよう、と
いう判断をした人たちです。

小泉雅弘
そこでは、トライブのサケ漁の権利はどの
ように保障されているんですか？

藤野知明
僕の認識では、その居

リザベーション
留地の中では、もち

ろんトライブの人たちに権利があるわけで
す。 居留地の外に関しては、連邦地裁の
ボルド判決（1974 年）が「入植者と先住
民の権利は 50:50」と明確に示しました。
トライブ以外の人たちも、入漁料を払っ
て、居留地の中で魚を捕ることはできるそ
うです。ようするに、①居留地内でトライ
ブの人が捕る、②居留地内で入植者がトラ
イブに入漁料を払って捕る、③居留地外で
も先住民と入植者に 50:50 ずつ権利がある
─の３パターンがあるということです。
「50:50」が具体的にサケ何尾ずつのことな

〈ファースト・ネイションズ（First Nations）は、カナダの先住民族（Indigenous peoples）のうち、メティ
スおよびイヌイットを除いた人びとを指す用語です。現在カナダとなっている土地のもともとの住民で、
やがて始まるヨーロッパ人による接触・入植・交易に最初に直面することになりました。〉

（The Canadian Encyclopedia / Historica Canada 2021 年 3 月 24 日閲覧・抄訳）

〈「トライブ」（tribe）は……アメリカでは「先住権という権限の主体としての集団」と解されており、
民族学的な「部族」とは異なっている。〉（市川守弘『アイヌの法的地位と国の不正義』寿郎社、2019）

Keyword
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のかは、資源状態を調べないと分かりませ
ん。そこで、先ほど触れた北西インディア
ン漁業委員会が、孵化場の仕事だけでなく、
そのための調査や調整を担っていました。

長岡麻寿恵（弁護士）
ボルド判決では、インディアン・トライブ
が連邦政府と締結した条約の文言の解釈が
問題となりました。条約には居留地外で
あっても、インディアンには「いつもの慣
れた土地や持ち場で、領域のすべての市民
と共有して魚を獲る権利」が認められると
されていました。この「共有する」という
文言を「50％ずつ」と改めて解釈したの
がボルド判決です。1979 年の連邦最高裁
判決では、この条約について、捕獲高の
50% を上限として標準的な生活をまかな
うのに必要な量の魚を獲る権利をインディ
アンに認めています。

小泉雅弘
ボルド判決の「50％」というのは、商業
目的の捕獲であっても構わないんですね？

長岡麻寿恵
もちろんです。ボルド判決でインディアン・
トライブの漁業権が捕獲高の 50% と認め
られたのは、インディアンと連邦政府の条
約の解釈に基づくものです。連邦最高裁が
今年（2020 年）７月のマクガート判決で、
オクラホマ州のほぼ半分を居留地と認めた

のも、条約に基づくものです。

藤野知明
インディアン事務局（BIA）のサイトによ
ると、連邦政府が認定しているアメリカン・
インディアン・トライブとアラスカ・ネイ
ティブ・ビレッジは、現時点で 574 ある
そうです。その大半が連邦政府と条約を結
んでいます。それに対して、日本政府は明
治以降、一度もアイヌ・コタンと条約を結
んでいません……。

長岡麻寿恵
アメリカ・インディアンの狩猟漁業採集
権は条約に規定がある場合が多いのです
が、条約がなくても、インディアンには、
先住民族として先祖伝来の土地の利用権
（Indian title, aboriginal title）が認められ
ています。その権利は、土地の水や木材な
どの自然資源を利用する権利や、漁業狩猟
採集の権利を含みます。今から約 200 年
前、連邦最高裁判所のＪ・マーシャル長官
は、有名な３つの判決─マーシャル三部
作（1823-32 年）において、国家の構造の
中にインディアン・トライブをどう組み込
んでいくか、その判断を示しました。最初
のジョンソン判決（1823 年）は、インディ
アン・トライブに土地所有権・譲渡権があ
るかどうかが争われた裁判の判決ですが、
マーシャル長官は、インディアン・トライ
ブは土地を自らの意思により望む相手に譲

渡する権利は失ったが、「占有を保持する
正当かつ法的な請求権」を持ち、自由裁量
によって土地を利用することが認められて
きたと判示しました。つまり、この権利は
連邦政府が承認することによって認められ
る権利ではなく、連邦政府成立以前から先
住民が土地を利用占有してきた事実に基づ
く権利だということです。また、ウォーセ
スター判決（1832 年）では、インディアン・
トライブを「別個の独立した政治共同体」
と規定し、州法にはトライブへの強制力は
なく、州とトライブは全く別個の共同体で
あり、インディアン・トライブとの交渉は
連邦政府にある、と判示しました。いわゆ

る「発見理論」についても、ヨーロッパ諸
国の「発見者」相互を規律するものであっ
て、既に居住し権利を有していた先住民族
には影響しないとしています。つまり、こ
れらの判決により、①インディアン部族は
連邦憲法上の外国ではないものの、国内の
従属的ネイションとして自己統治の権利を
有していること、②インディアン・トライ
ブはその先祖伝来の土地について、政府の
承認によることなく、土地を占有し利用す
る権限（Indian title, aboriginal title）を
有していること─がアメリカのインディ
アン法上、確立しているのです。

More Info

アメリカ連邦地裁のジョージ・
H・ボルド判事（1903-1984）が、
先住民の漁業権をめぐる訴訟で下
した 1974 年の判決のことです。
アメリカ西部開拓期の 19 世紀
後半、合衆国連邦政府は、入植者
たちに土地を分譲するために、先
住民を立ち退かせる政策をとりま
す。連邦政府は各インディアン・
トライブに対し、「トライブは土
地の半分以上を連邦に譲渡する」
「連邦政府は居

リザベーション
留地と呼ぶ区画を

設け、トライブの人びとはそこに
集まって住む」といった約束を連
ねた条約を結んで、履行を迫りま
した。
アメリカ北西部の太平洋沿岸に
は「サ

サーモンピープル
ケの民」を自称するいくつ

ものトライブの人びとが暮らし

ています。ワシントン州に属す
ることになったそれらトライブも
1850 年代以降、そんな不平等条
約を結ばされて居留地以外の土地
を連邦政府に明け渡しましたが、
条約の文言には、インディアン部
族には、居留地外でも「いつもの
慣れた土地や持ち場で、領域のす
べての市民と共有して魚を獲る権
利」が認められる、とありました。
その後、非インディアンによる
大規模な商業サケマス漁や缶詰業
の拡大、またスポーツ・フィッ
シングの普及などによって、流
域のサケマス資源は減少してし
まいます。条約から 100 年ほど
経過した 20 世紀半ば、ワシント
ン州政府は、インディアンに対し
ても非インディアンと同じく州法

で規制し、居留地の人びとが居留
地の外で伝統的漁法でサケを獲る
行為をも「密漁」として摘発しま
した。おりしもアメリカン・イン
ディアン運動が燃え盛った時期
で、逮捕をいとわず漁を強行する
トライブのデモ活動と法廷闘争は
「魚
フィッシュウォーズ
戦争」と呼ばれるほど社会の

注目を集めました。
トライブ側は、インディアン法
に従ってインディアンの権利を保
護する義務を果たすよう連邦政府
に求め、裁判は連邦政府と州政府
が争う形になりました。魚戦争の
一連の裁判で、「（魚は）領域のす
べての市民と共有する」の文言を、
「50％ずつ」とはっきり判決した
のは、ボルド判事が初めてでした。

（平田剛士）

ボルド判決って？
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提言・北海道の新しいサケ管理

サケ管理というと、漁業のコ
ントロールとか増殖方法と
かいった「資源管理」を思
い浮かべてしまうかもしれ

ません。でも、わたしたちカムイチェㇷ゚・
プロジェクト研究会は、その前にまず、自
分たちの社会がサケをめぐってどんなふう
にふるまってきたのか、これまでの経緯を
かえりみることから始めたいと思います。

「サケと人」の歴史を共有しよう

ためしに最近の数世紀を大づかみにして
みましょう。
日本列島では、遅くとも 14 世紀にはサ
ケは貴重な交易品として扱われ、主産地（北
部）から消費地（中・南部）に届ける流通
網がありました。需要が高まるにつれ漁獲
圧も増し、アイヌモシㇼの各漁場では、和
人の商人が実権を握るようになって奴

ど
隷
れい
労

働が常態化しました。明治維新後に成立し
た新政府は 1869 年、蝦夷地を北海道・樺

から

太
ふと
州と命名して内国化宣言しますが、やは
りサケ漁を主産業と位置づけます。新型漁
網や動力船などの技術開発を奨励し、とき
に軍事力まで投入しながら漁場を北太平洋
一円に拡大するいっぽう、「資源増殖」を
名目に繁殖河川から先住民族をはじめとす

る生活者のサケ漁を締め出す政策をとりま
した。20 世紀なかば、国際規制によって
北太平洋の漁場の大半を失った日本のサケ
漁の主舞台は再び北海道などの沿岸に移り
ますが、官主導の人工増殖事業による事実
上の「川サケ独占」は続いています。21
世紀を迎えて秋サケ回帰数の低迷が伝えら
れるなか、定置漁業の構造改革のみなら
ず、先住民族の権利回復や野生サケ再評価
の議論が活発化しています─。
いまを生きるわたしたちには、ひとつ「特

権」があります。もっとも新しい視点で過
去をふりかえって教訓を見つけ、それを未
来設計に生かすことができるのです。

先住民族にリスペクトを

北海道のサケと人の未来を語ろうとする
時、先住民族アイヌと、本格入植から 150
年ほどしか経たない和人との間の緊張関係
から目を逸らすわけにはいきません。現行
の水産資源保護法と北海道漁業調整規則
は、アイヌ／非アイヌを問わず〝平等・
厳格に〟川での自由なサケ捕獲を禁じて
います。北海道の禁漁措置は、元をたど
ると 1870 年代の開拓使布

ふ
達
たつ
に行き着きま

すが、この島を「天然資源の無
む
蓋
がい
の宝庫」

とみた政府や社会が、先住民族の諸権利や

健康・文化・尊厳への配慮を著しく欠いて
いたという指摘は、当時から現在まで続い
ています。いまアイヌを先住民族と認める
段階まできたものの（アイヌ施策推進法
［2019 年］）、肝心の権利回復となるとス
ルーし続ける日本政府・社会の態度は、先
住民族の権利に関する国際連合宣言（2007
年）などの人権規範や、先住民族にサケの
捕獲権を認めている先進国の政策に照らす
と、とても冷淡です。国連宣言が「歴史的
不正義」と呼ぶこの状態を、わたしたちは
終わらせたい。川サケをめぐる対話がその
作業の一歩目になると確信しています。

サケの生きざまを尊重しよう

生態学・遺伝学・漁業管理学といった分
野で、野生サケ（自然産卵で生まれた個体）
を保全すべき理由がいくつも語られていま
す。官主導の人工増殖事業は、とりわけ
1980 年代以降、北海道の主要なサケの川
で「自然産卵は不要」といわんばかりにふ
るまってきましたが、今こそ再考のタイミ
ングです。野生サケが生まれ続けるには、
毎シーズンじゅうぶんな数の親

しん
魚
ぎょ
に川まで

帰ってきてもらわなければなりませんし、
繁殖に適した環境がそこに整っていなけれ
ばなりません。先住民族アイヌはサケを「カ
ムイチェㇷ゚＝神が与えてくれた魚」と名づ
けました。日本国家の独占がおよぶ以前、
代々の川漁師たちが、それぞれの生

イ ウ ォ ㇿ
活圏で

生態系に敬意を払い、自然の循環を損なわ
ないよう心を砕きながら生業に励んでいた
のは間違いありません。参照すべきモデル
のひとつです。

地元の川でサケを語ろう

サケには強い母
ぼ
川
せん
回帰性があります。サ

ケの生きざまを尊重することは、サケの川
それぞれの個性を尊重することに通じま
す。景観や生態系の個性にとどまらず、流
域社会とサケとの関係にも歴史的な個性が
あります。人工増殖事業がサケたちを川の
生態系から切り離し、また流域住民からも
遠ざけて、いまその個性は希薄化していま
す。それを再び輝かせるために、地元の川
に集い、サケを見つけ、語り合うことから
始めましょう。
語り合い、学び合うにつれ、さまざまな
課題が浮かんでくることでしょう。サケた
ちとこれからどんな関係を結びたいか、み
んなでイメージを共有できたら、ゴールま
での道筋を描きやすいと思います。19 世
紀以降、北海道のサケは事実上、日本国家
の管理下に置かれてきました。いわば上か
らの一括管理でしたが、今度はそれを逆転
して、それぞれ地元の川でサケとのつきあ
い方を模

も
索
さく
し、民主的に実現しよう─。

これがわたしたちの提言です。（平田剛士）

ひらた・つよし
カムイチェㇷ゚・プロジェクト研究会コーディネーター
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